
連
合
は
、
11
月
28
日
の
第
96
回
中
央
委
員
会

で
、
「
２
０
２
６
春
季
生
活
闘
争
方
針
」
を
決

定
し
ま
し
た
。
２
０
２
２
春
季
生
活
闘
争
か
ら

ス
タ
ー
ト
し
た
「
未
来
づ
く
り
春
闘
」
は
、
賃

金
、
経
済
、
物
価
を
安
定
し
た
巡
航
軌
道
に
乗

せ
る
こ
と
を
目
標
の
一
つ
と
し
て
お
り
、
２
０

２
６
年
は
そ
の
実
現
の
た
め
の
正
念
場
と
位
置

付
け
、
日
本
の
実
質
賃
金
を
１
％
上
昇
軌
道
に

乗
せ
、
こ
れ
か
ら
の
“
賃
上
げ
ノ
ル
ム
”
の
確

立
を
め
ざ
す
と
い
う
基
本
ス
タ
ン
ス
を
示
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
２
年
連
続
で
５
％
台
の
賃
上

げ
が
実
現
し
た
も
の
の
、
生
活
が
向
上
し
た
と

実
感
し
て
い
る
人
は
少
数
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、

賃
上
げ
の
裾
野
を
中
小
企
業
や
労
働
組
合
の
な

い
企
業
な
ど
に
広
げ
、
格
差
是
正
を
進
め
る
こ

と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
訴
え
て
い
ま
す
。
そ
の

う
え
で
、
２
０
２
６
春
季
生
活
闘
争
の
取
り
組

み
に
向
け
た
基
盤
整
備
と
し
て
、
持
続
的
な
賃

上
げ
と
格
差
是
正
が
実
現
で
き
る
環
境
を
つ
く
っ

て
い
く
た
め
に
、
適
切
な
価
格
転
嫁
・
適
正
取

引
の
取
り
組
み
を
強
化
し
、
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー

ン
全
体
で
生
み
出
し
た
付
加
価
値
の
適
正
分
配
、

働
き
方
も
含
め
た
「
取
引
の
適
正
化
」
と
と
も

に
、
「
取
適
法
」
の
周
知
徹
底
、
「
労
務
費
の

適
切
な
転
嫁
の
た
め
の
価
格
交
渉
に
関
す
る
指

針
」
の
周
知
強
化
と
浸
透
、
「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
構
築
宣
言
」
の
さ
ら
な
る
拡
大
と
実
効
性
強

化
な
ど
に
取
り
組
む
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

具
体
的
な
要
求
に
つ
い
て
は
、
賃
上
げ
が
あ

た
り
ま
え
の
社
会
の
実
現
に
向
け
、
全
力
で
賃

上
げ
に
取
り
組
み
、
社
会
全
体
へ
の
波
及
を
め

ざ
す
と
と
も
に
、
す
べ
て
の
働
く
人
の
生
活
を

持
続
的
に
向
上
さ
せ
る
マ
ク
ロ
の
観
点
と
各
産

業
の
「
底
上
げ
」
「
底
支
え
」
「
格
差
是
正
」

の
取
り
組
み
を
強
化
す
る
観
点
か
ら
、
全
体
の

賃
上
げ
目
安
は
、
賃
上
げ
分
３
％
以
上
、
定
昇

相
当
分
（
賃
金
カ
ー
ブ
維
持
相
当
分
）
を
含
め

５
％
以
上
と
し
、
そ
の
実
現
に
こ
だ
わ
る
こ
と

と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
中
小
労
組
な
ど
（
中

小
労
組
に
限
ら
ず
賃
金
水
準
が
低
位
に
あ
る
産

業
な
ど
も
含
む
）
は
格
差
是
正
分
を
積
極
的
に

要
求
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
賃
金
実
態
が
把

握
で
き
な
い
な
ど
の
事
情
が
あ
る
中
小
労
組
は
、

上
記
目
標
値
に
格
差
是
正
分
１
％
以
上
を
加
え

た
１
万
８
０
０
０
円
以
上
・
６
％
以
上
を
目
安

と
し
て
い
ま
す
。

交
運
労
協
は
、
12
月
５
日
に
開
催
し
た
第
３

回
三
役
・
幹
事
会
で
２
０
２
６
春
季
生
活
闘
争

方
針
を
決
定
し
ま
し
た
。
交
通
運
輸
・
観
光
サ
ー

ビ
ス
産
業
に
と
っ
て
人
材
の
確
保
・
定
着
・
離

職
防
止
の
取
り
組
み
は
待
っ
た
な
し
の
状
況
に

あ
り
、
魅
力
あ
る
賃
金
を
は
じ
め
と
す
る
訴
求

力
の
あ
る
労
働
条
件
が
必
要
と
の
認
識
の
も
と
、

交
通
運
輸
・
観
光
サ
ー
ビ
ス
産
業
の
持
続
的
成

長
を
担
保
し
う
る
人
材
確
保
に
向
け
た
闘
い
と

位
置
付
け
、
「
産
業
の
基
盤
た
る
人
材
の
確
保
」

「
拡
大
す
る
産
業
間
格
差
の
是
正
」
「
物
価
高

騰
に
対
す
る
実
質
賃
金
向
上
」
「
賃
上
げ
の
原

資
と
な
る
価
格
転
嫁
の
推
進
」
「
産
業
内
の
規

模
間
格
差
の
是
正
」
と
い
う
５
つ
の
視
点
に
基

づ
き
闘
う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

具
体
的
な
賃
上
げ
要
求
に
つ
い
て
は
、
定
期

昇
給
お
よ
び
定
期
昇
給
相
当
分
（
一
人
平
均
基

本
給
の
２
％
）
の
確
保
を
前
提
に
、
実
質
賃
金

の
確
保
と
産
業
間
格
差
是
正
の
是
正
を
図
る
観

点
か
ら
、
６
％
を
中
心
と
す
る
賃
上
げ
要
求
を

掲
げ
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
中
、
Ｊ
Ｒ
各
社
の
２
０
２
５
年
度

第
２
四
半
期
決
算
は
、
鉄
道
事
業
や
関
連
事
業

に
お
け
る
堅
調
な
収
入
増
の
ほ
か
、
イ
ン
バ
ウ

ン
ド
の
増
加
、
大
阪
・
関
西
万
博
や
運
賃
・
料

金
改
定
の
効
果
な
ど
に
よ
り
、
全
社
で
収
入
が

伸
び
る
と
と
も
に
、
各
社
の
努
力
に
よ
る
コ
ス

ト
削
減
の
効
果
な
ど
に
よ
り
全
社
が
経
常
黒
字

を
計
上
し
ま
し
た
。

２
０
２
５
春
季
生
活
闘
争
で
は
、
Ｊ
Ｒ
各
単

組
の
定
昇
相
当
分
を
含
む
賃
上
げ
率
は
、
組
合

員
ベ
ー
ス
の
加
重
平
均
で
６
・
08
％
、
グ
ル
ー

プ
労
組
で
は
同
４
・
98
％
と
な
り
、
社
会
水
準

に
見
劣
り
し
な
い
大
き
な
成
果
を
得
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
単
組
毎
の
個

別
の
結
果
に
目
を
向
け
る
と
十
分
な
賃
上
げ
が

で
き
て
い
な
い
単
組
も
多
く
あ
り
ま
す
。
２
０

２
５
年
の
物
価
上
昇
も
高
い
水
準
で
推
移
し
て

お
り
、
組
合
員
の
生
活
を
守
る
た
め
に
も
引
き

続
き
高
水
準
の
賃
上
げ
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

２
０
２
５
年
度
賃
金
実
態
調
査
で
は
、
Ｊ
Ｒ

各
単
組
の
実
額
計
は
伸
び
た
も
の
の
、
各
目
標

値
の
伸
び
が
大
き
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
到
達
状
況
は

悪
化
し
ま
し
た
。
グ
ル
ー
プ
労
組
で
は
、
集
計

単
組
数
の
変
化
に
よ
る
変
動
が
あ
る
も
の
の
、

実
額
計
は
改
善
傾
向
に
あ
る
と
と
ら
え
て
い
ま

す
が
、
Ｊ
Ｒ
各
単
組
と
同
様
に
各
目
標
賃
へ
の

到
達
状
況
は
悪
化
し
て
い
ま
す
。
目
標
賃
金
の

設
定
根
拠
と
な
る
厚
生
労
働
省
に
よ
る
賃
金
構

造
基
本
統
計
調
査
（
賃
金
セ
ン
サ
ス
）
は
令
和

６
年
（
２
０
２
４
年
）
分
で
あ
り
、
２
０
２
５
春
季

生
活
闘
争
で
の
賃
上
げ
が
反
映
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
か
ら
、
各
目
標
値
へ
の
到
達
状
況
を
維
持

す
る
だ
け
で
も
一
定
の
賃
上
げ
が
必
要
と
な
り

ま
す
。
さ
ら
に
、
６
・
３
％
の
高
い
伸
び
を
見

せ
、
今
後
も
さ
ら
な
る
引
き
上
げ
が
想
定
さ
れ

る
最
低
賃
金
の
動
向
に
も
注
意
が
必
要
で
す
。

Ｊ
Ｒ
連
合
は
こ
の
間
、
Ｊ
Ｒ
の
責
任
産
別
と

し
て
、
中
長
期
的
な
視
点
か
ら
Ｊ
Ｒ
関
係
労
働

者
の
あ
る
べ
き
姿
を
模
索
し
、
着
実
に
実
現
を

図
っ
て
い
く
た
め
の
一
里
塚
と
し
て
、
累
次
の

中
期
労
働
政
策
ビ
ジ
ョ
ン
を
策
定
し
、
当
該
ビ

ジ
ョ
ン
で
設
定
し
た
目
標
の
達
成
に
向
け
た
取

り
組
み
を
進
め
て
き
ま
し
た
。
上
述
の
よ
う
な

情
勢
下
で
迎
え
る
２
０
２
６
春
季
生
活
闘
争
は
、

こ
れ
ま
で
以
上
に
社
会
に
お
け
る
Ｊ
Ｒ
産
業
の

立
ち
位
置
を
強
く
意
識
し
た
取
り
組
み
が
求
め

ら
れ
て
お
り
、
未
来
を
見
据
え
た
「
人
財
へ
の

投
資
」
の
取
り
組
み
を
加
速
さ
せ
な
く
て
は
な

り
ま
せ
ん
。
Ｊ
Ｒ
産
業
に
集
う
す
べ
て
の
者
の

負
託
に
最
大
限
応
え
る
た
め
、
さ
ら
に
は
社
会

水
準
並
み
の
賃
上
げ
を
実
現
し
、
物
価
上
昇
に

苦
し
む
仲
間
の
生
活
改
善
を
実
現
す
る
べ
く
、

Ｊ
Ｒ
連
合
加
盟
96
単
組
が
一
丸
と
な
っ
た
総
が

か
り
の
統
一
闘
争
を
展
開
す
る
こ
と
と
し
ま
す
。

①

Ｊ
Ｒ
産
業
が
持
続
的
に
発
展
す
る
た
め
に

は
人
財
の
確
保
・
定
着
が
不
可
欠

こ
れ
ま
で
、
長
期
安
定
雇
用
と
そ
れ
に
連
動

し
た
一
環
処
遇
を
Ｊ
Ｒ
産
業
の
雇
用
方
針
の
基

調
と
し
、
雇
用
の
安
心
感
の
も
と
、
技
術
の
錬

磨
や
安
全
の
追
求
に
勤
し
ん
で
き
ま
し
た
。
そ

の
結
果
、
Ｊ
Ｒ
産
業
は
国
鉄
時
代
で
は
考
え
ら

れ
な
か
っ
た
成
長
を
遂
げ
て
き
ま
し
た
。
こ
の

間
、
少
子
高
齢
化
の
進
展
や
人
口
減
少
に
よ
る

社
員
数
の
減
少
、
長
引
く
デ
フ
レ
経
済
に
お
け

る
賃
金
の
抑
制
と
雇
用
不
安
、
働
き
方
に
直
結

す
る
法
改
正
、
技
術
革
新
に
よ
る
労
働
環
境
の

変
化
な
ど
、
産
業
を
取
り
巻
く
環
境
は
大
き
く

変
化
し
て
き
ま
し
た
。

こ
う
し
た
時
代
の
変
化
に
柔
軟
に
対
応
し
、

Ｊ
Ｒ
産
業
を
支
え
、
発
展
さ
せ
て
き
た
の
は
、
ま
ぎ

れ
も
な
く
懸
命
に
業
務
に
従
事
し
て
き
た
組
合

員
で
あ
り
、
人
財
の
確
保
・
定
着
が
産
業
の
将

来
を
左
右
す
る
重
要
な
課
題
で
あ
る
こ
と
を
、

改
め
て
労
使
が
共
有
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

②

労
働
力
移
動
の
円
滑
化
な
ど
、
雇
用
情
勢

の
変
化
へ
の
柔
軟
な
対
応
が
必
要

上
述
し
た
Ｊ
Ｒ
連
合
の
経
過
と
は
裏
腹
に
、

政
府
が
２
０
２
５
年
６
月
に
策
定
し
た
「
骨
太

方
針
２
０
２
５
」
で
は
、
引
き
続
き
労
働
移
動

の
円
滑
化
や
事
業
継
承
・
Ｍ
＆
Ａ
に
よ
る
経
営

基
盤
の
強
化
な
ど
、
雇
用
情
勢
の
劇
的
な
変
化

を
標
榜
し
て
い
ま
す
。

Ｊ
Ｒ
産
業
で
も
離
転
職
な
ど
に
よ
る
労
働
力

移
動
は
高
止
ま
り
し
て
お
り
、
人
財
の
確
保
・

定
着
に
向
け
て
は
、
組
合
員
の
勤
労
観
や
家
庭

観
の
変
化
、
忌
避
さ
れ
る
労
働
条
件
・
就
労
環

境
の
改
善
を
踏
ま
え
、
キ
ャ
リ
ア
ス
テ
ッ
プ
を

示
す
と
と
も
に
、
多
様
化
・
個
別
化
す
る
ニ
ー

ズ
を
丁
寧
に
汲
み
取
っ
て
改
善
す
る
こ
と
で
、

自
身
の
成
長
や
働
き
が
い
を
実
感
で
き
る
取
り

組
み
が
不
可
欠
で
す
。

③

人
財
獲
得
に
向
け
た
採
用
競
争
力
の
強
化

と
中
堅
層
・
高
年
齢
者
層
と
の
バ
ラ
ン
ス
が

必
要

激
し
い
人
財
獲
得
競
争
の
中
、
「
採
用
」
を

経
営
の
最
重
要
課
題
に
位
置
付
け
た
労
使
の
取

り
組
み
も
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
人
口
減
少
に

よ
る
人
手
不
足
の
環
境
下
に
お
い
て
、
労
働
力

移
動
も
円
滑
化
す
る
中
で
は
、
新
規
採
用
者
の

み
で
十
分
な
人
財
を
確
保
す
る
こ
と
は
困
難
で

あ
り
、
グ
ル
ー
プ
会
社
を
含
め
て
中
途
採
用
の

拡
大
や
外
国
人
労
働
者
の
受
け
入
れ
を
推
進
し

な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

そ
の
う
え
で
、
単
に
必
要
な
労
働
力
を
獲
得

す
る
と
い
う
安
易
な
思
想
は
危
険
で
あ
り
、
誰

で
あ
っ
て
も
産
業
を
支
え
発
展
さ
せ
得
る
貴
重

な
人
財
と
の
認
識
の
も
と
、
多
様
な
人
財
（
女

性
・
高
年
齢
者
・
社
会
人
・
外
国
人
・
障
が
い

者
等
）
、
多
様
な
事
情
を
抱
え
る
人
財
（
育
児
・

介
護
・
治
療
等
）
の
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
、
労
働

条
件
・
就
労
環
境
の
改
善
・
整
備
に
積
極
的
に

取
り
組
む
必
要
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
近
年
に
お
け
る
国
内
の
賃
上
げ
は
、

初
任
給
や
若
年
層
に
手
厚
く
配
分
す
る
傾
向
に

あ
り
ま
す
。
中
堅
層
・
高
年
齢
者
層
は
賃
金
改

善
の
恩
恵
に
乏
し
く
、
偏
向
し
た
賃
上
げ
が
定

期
昇
給
額
相
当
分
を
圧
縮
す
る
傾
向
に
あ
り
ま

す
。
賃
金
・
物
価
・
経
済
の
好
循
環
を
巡
航
軌

道
に
乗
せ
る
た
め
に
は
、
幅
広
い
層
で
の
十
分

な
賃
上
げ
が
必
要
で
あ
り
、
採
用
競
争
と
人
財

定
着
の
両
面
か
ら
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
配
分
が

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

①

組
合
員
の
生
活
維
持
・
向
上
の
た
め
に
は
、

物
価
上
昇
を
上
回
る
賃
上
げ
は
不
可
欠

長
期
化
す
る
高
水
準
の
物
価
高
騰
が
続
く
中
、

人
口
減
少
や
労
働
力
移
動
の
円
滑
化
な
ど
か
ら

人
手
不
足
・
労
働
力
不
足
が
社
会
全
体
の
大
き

な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

２
０
２
５
春
季
生
活
闘
争
で
は
、
こ
う
し
た

環
境
を
踏
ま
え
２
年
連
続
で
５
％
を
超
え
る
賃

上
げ
（
定
昇
含
む
）
が
実
現
し
ま
し
た
。
し
か

し
、
そ
の
内
容
を
見
る
と
、
製
造
業
な
ど
の
経

営
が
堅
調
な
産
業
・
大
企
業
が
、
賃
上
げ
水
準

を
大
き
く
引
き
上
げ
て
お
り
、
国
内
の
労
働
者

の
大
半
が
所
属
す
る
中
小
企
業
は
５
％
に
届
い

て
い
ま
せ
ん
。

Ｊ
Ｒ
連
合
の
２
０
２
５
春
季
生
活
闘
争
は
、

連
合
が
中
小
企
業
や
賃
金
水
準
が
低
位
に
あ
る

産
業
に
呼
び
か
け
た
６
％
の
目
標
に
対
し
、
Ｊ

Ｒ
７
単
組
は
６
・
08
％
で
達
成
、
グ
ル
ー
プ
労

組
は
４
・
98
％
で
未
達
成
と
な
り
ま
し
た
。
経

営
の
堅
調
な
業
種
・
企
業
が
賃
上
げ
水
準
を
大

き
く
引
き
上
げ
た
一
方
で
、
Ｊ
Ｒ
各
社
で
は
経

営
体
力
差
に
よ
り
上
場
４
社
と
非
上
場
３
社
の

間
で
格
差
が
拡
大
し
た
ほ
か
、
グ
ル
ー
プ
会
社

の
中
で
は
賃
上
げ
幅
が
僅
少
な
水
準
に
留
ま
っ

た
と
こ
ろ
や
ベ
ア
実
施
を
見
送
っ
た
労
使
も
一

定
数
存
在
し
ま
す
。

２
０
２
５
春
季
生
活
闘
争
の
後
も
、
高
水
準

の
物
価
高
騰
は
継
続
し
て
い
ま
す
。
連
合
を
は

じ
め
、
政
労
使
は
、
累
次
の
春
季
生
活
闘
争
に

お
け
る
成
果
を
足
掛
か
り
と
し
て
、
賃
金
・
経

済
・
物
価
の
好
循
環
を
巡
航
軌
道
に
乗
せ
、
経

済
成
長
の
ス
テ
ー
ジ
へ
転
換
を
図
ろ
う
と
訴
え

て
い
ま
す
。
当
然
な
が
ら
、
Ｊ
Ｒ
産
業
の
維
持
・

発
展
の
た
め
に
は
、
こ
う
し
た
社
会
の
流
れ
に

乗
り
遅
れ
る
訳
に
は
い
か
ず
、
循
環
の
起
点
と

な
る
賃
金
向
上
を
不
断
に
追
求
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

②

支
払
能
力
論
を
払
拭
し
、
賃
上
げ
が
で
き

る
基
盤
整
備
に
こ
れ
ま
で
以
上
に
取
り
組
む

長
期
に
わ
た
る
デ
フ
レ
に
よ
り
、
Ｊ
Ｒ
産
業

内
で
も
“
賃
上
げ
は
困
難
”
と
の
考
え
が
蔓
延

し
、
い
ま
だ
に
賃
上
げ
に
消
極
的
な
企
業
が
見

受
け
ら
れ
ま
す
。
Ｊ
Ｒ
産
業
は
、
発
足
当
時
か

ら
Ｊ
Ｒ
各
社
を
中
心
と
し
た
自
助
努
力
に
よ
る

生
産
性
向
上
、
コ
ス
ト
削
減
、
関
係
者
と
の
連

携
な
ど
に
よ
り
経
営
を
改
善
し
な
が
ら
発
展
を

続
け
て
き
ま
し
た
が
、
少
子
高
齢
化
・
人
口
減

少
な
ど
に
よ
る
ご
利
用
者
の
急
激
な
減
少
な
ど

に
よ
り
、
収
入
を
大
き
く
伸
ば
す
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
。
グ
ル
ー
プ
会
社
に
お
い
て
も
、

特
に
業
務
委
託
を
生
業
と
し
て
い
る
企
業
を
中

(1)第692号(毎月1日発行） ＪＲ連合 令和8年(2026)1月14日

第３８回

中央委員会 ＝ ＯＮＥ ＴＥＡＭで 今年も 賃上げ！ ＝

２
０
２
６
春
季
生
活
闘
争
に
つ
い
て

Ｊ
Ｒ
連
合
は
、
２
０
２
６
春
季
生
活
闘
争
を
は
じ
め
と
す
る
当
面
の
活
動
方
針
を

決
定
す
べ
く
、
１
月
28
日
に
第
38
回
中
央
委
員
会
を
大
阪
市
内
に
お
い
て
開
催
す
る
。

労
働
者
を
め
ぐ
る
環
境
は
、
少
子
高
齢
化
や
雇
用
の
流
動
化
に
よ
る
人
財
不
足
が

継
続
し
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
食
料
品
を
は
じ
め
と
す
る
物
価
の
上
昇
が
数
年
来
続

き
、
実
質
賃
金
が
下
が
り
続
け
て
い
る
こ
と
な
ど
、
苦
し
い
状
況
が
続
い
て
い
る
。

産
業
の
財
産
で
あ
る
人
財
の
確
保
・
定
着
を
図
る
た
め
に
も
、
魅
力
あ
る
労
働
条
件
を
創
り

上
げ
る
こ
と
は
、
グ
ル
ー
プ
各
社
を
含
め
た
Ｊ
Ｒ
産
業
全
体
に
と
っ
て
急
務
で
あ
る
。

こ
う
し
た
情
勢
の
中
、
２
０
２
６
春
季
生
活
闘
争
を
取
り
組
む
に
あ
た
り
、
世
間

の
賃
上
げ
の
流
れ
に
し
っ
か
り
と
乗
り
、
今
次
闘
争
に
お
い
て
も
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
を

は
じ
め
と
す
る
諸
労
働
条
件
の
向
上
を
実
現
す
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。

私
た
ち
は
、
Ｊ
Ｒ
の
責
任
産
別
と
し
て
、
Ｊ
Ｒ
産
業
に
働
く
す
べ
て
の
仲
間
の
く

ら
し
を
守
る
べ
く
、
「
Ｏ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
Ｅ
Ａ
Ｍ
」
で
本
闘
争
を
展
開
し
て
い
く
。

⑴

人
財
の
確
保
・
定
着
を
最
大
の
課
題

と
位
置
付
け
、
組
合
員
の
生
活
改
善
と

産
業
の
持
続
的
発
展
を
め
ざ
す

⑵

物
価
上
昇
を
上
回
り
生
活
改
善
が
実

感
で
き
る
賃
上
げ
の
継
続
的
な
実
現

〈参 考〉

◆ 2025春季生活闘争結果
（ＪＲ連合賃上げ分は、定昇相当額を２％と仮定した推計値）

○ ＪＲ７単組 6.08％（定昇含む）、4.08％（賃上げ分）
○ ＪＲグループ労組連絡会 4.98％（定昇含む）、2.98％（賃上げ分）
○ 連合集計結果（規模計） 5.25％（定昇含む）、3.70％（賃上げ分）
○ 〃 （300人未満）4.65％（定昇含む）、3.49％（賃上げ分）
◆ 消費者物価指数（2024年全国平均）総合 2.70％
◆ 最低賃金引上率（2025年全国加重平均） 6.26％



心
に
、
Ｊ
Ｒ
各
社
と
同
様
の
状
況
で
あ
り
、
賃

金
や
労
働
条
件
の
改
善
に
大
き
な
投
資
を
行
う

余
裕
は
な
く
、
従
来
の
慣
例
を
覆
す
こ
と
が
で

き
て
い
ま
せ
ん
。

“
資
金
が
な
い
か
ら
投
資
で
き
な
い
”
と
す
る

支
払
能
力
論
で
は
、
こ
れ
か
ら
到
来
す
る
時
代

を
生
き
抜
く
こ
と
は
で
き
ず
、
前
述
し
た
人
財

の
確
保
・
定
着
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ

と
に
な
り
、
産
業
の
劣
化
や
存
続
さ
え
危
ぶ
ま

れ
る
事
態
に
陥
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
“
人
財
へ

の
投
資
に
必
要
な
資
金
を
ど
の
よ
う
に
獲
得
す

る
か
”
と
い
っ
た
視
点
に
立
ち
、
賃
上
げ
が
で

き
る
環
境
の
構
築
・
基
盤
整
備
が
重
要
で
す
。

Ｊ
Ｒ
産
業
の
主
た
る
収
入
減
で
あ
る
鉄
道
運

賃
の
価
格
転
嫁
に
つ
い
て
は
、
収
入
原
価
算
定

要
領
の
見
直
し
に
基
づ
く
運
賃
改
定
に
対
す
る

理
解
促
進
や
、
価
格
転
嫁
が
容
易
で
は
な
い
環

境
の
改
善
に
向
け
て
連
合
や
交
運
労
協
と
も
連

携
し
た
取
り
組
み
が
必
要
で
す
。
そ
の
う
え
で
、

「
労
務
費
の
適
切
な
転
嫁
の
た
め
の
価
格
交
渉

に
関
す
る
指
針
」
の
適
正
運
用
や
２
０
２
６
年

１
月
に
施
行
さ
れ
た
「
製
造
委
託
等
に
係
る
中

小
受
託
事
業
者
に
対
す
る
代
金
の
支
払
の
遅
延

等
の
防
止
に
関
す
る
法
律
」
（
通
称

：

取
適

法
）
の
周
知
徹
底
を
一
層
推
進
す
る
こ
と
で
、

グ
ル
ー
プ
会
社
の
収
支
改
善
に
も
つ
な
げ
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
適
正
契
約
の
推
進

に
向
け
て
「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
構
築
宣
言
」

の
普
及
促
進
に
Ｊ
Ｒ
各
社
と
グ
ル
ー
プ
労
使
が

一
丸
と
な
っ
て
取
り
組
む
必
要
が
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
こ
れ
ま
で
同
様
の
生
産
性
向
上
や

コ
ス
ト
削
減
の
取
り
組
み
も
引
き
続
き
求
め
ら

れ
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
取
り
組
み
は
組
合
員
の

努
力
の
結
晶
で
あ
り
、
経
営
改
善
に
も
大
き
く

寄
与
し
て
い
ま
す
。
組
合
員
の
努
力
が
積
み
上

げ
た
利
益
を
成
果
分
配
と
し
て
求
め
る
こ
と
は

当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
各
社
は
組
合
員
に
こ
れ
ま
で

以
上
に
真
摯
に
向
き
合
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

③

連
合
・
交
運
労
協
と
の
連
携
・
共
闘

連
合
は
、
11
月
28
日
に
開
催
し
た
第
96
回

中
央
委
員
会
で
、
２
０
２
６
春
季
生
活
闘
争
方

針
を
決
定
し
ま
し
た
。
２
０
２
２
春
季
生
活
闘

争
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
「
未
来
づ
く
り
春
闘
」

は
、
賃
金
、
経
済
、
物
価
を
安
定
し
た
巡
航
軌

道
に
乗
せ
る
こ
と
を
目
標
の
一
つ
と
し
て
お
り
、

２
０
２
６
年
は
そ
の
実
現
の
た
め
の
正
念
場
と

位
置
付
け
、
日
本
の
実
質
賃
金
を
１
％
上
昇
軌

道
に
乗
せ
、
こ
れ
か
ら
の
“
賃
上
げ
ノ
ル
ム
”

の
確
立
を
め
ざ
す
と
い
う
基
本
ス
タ
ン
ス
を
示

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
２
年
連
続
で
５
％
台
の

賃
上
げ
が
実
現
し
た
も
の
の
、
生
活
が
向
上
し

た
と
実
感
し
て
い
る
人
は
少
数
に
と
ど
ま
っ
て

お
り
、
賃
上
げ
の
裾
野
を
中
小
企
業
や
労
働
組

合
の
な
い
企
業
な
ど
に
広
げ
、
格
差
是
正
を
進

め
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
訴
え
て
い
ま
す
。

賃
金
要
求
指
標
パ
ッ
ケ
ー
ジ
で
は
、
賃
上
げ
が

当
た
り
前
の
社
会
の
実
現
に
向
け
、
全
力
で
賃

上
げ
に
取
り
組
み
、
社
会
全
体
へ
の
波
及
を
め

ざ
す
こ
と
な
ど
か
ら
、
「
全
体
の
賃
上
げ
の
目

安
は
、
賃
上
げ
分
３
％
以
上
、
定
昇
相
当
分

（
賃
金
カ
ー
ブ
維
持
相
当
分
）
を
含
め
５
％
以

上
、
中
小
労
組
な
ど
は
格
差
是
正
分
（
１
％
以

上
）
を
加
え
た
６
％
以
上
を
積
極
的
に
要
求
す

る
」
目
標
を
設
定
し
て
い
ま
す
。

交
運
労
協
は
、
12
月
５
日
に
開
催
し
た
第
３

回
三
役
幹
事
会
で
２
０
２
６
春
季
生
活
闘
争
方

針
を
決
定
し
ま
し
た
。
交
通
運
輸
・
観
光
サ
ー

ビ
ス
産
業
に
と
っ
て
人
材
の
確
保
・
定
着
・
離

職
防
止
の
取
り
組
み
は
待
っ
た
な
し
の
状
況
に

あ
り
、
魅
力
あ
る
賃
金
を
は
じ
め
と
す
る
訴
求

力
の
あ
る
労
働
条
件
が
必
要
と
の
認
識
の
も
と
、

交
通
運
輸
・
観
光
サ
ー
ビ
ス
産
業
の
持
続
的
成

長
を
担
保
し
う
る
人
材
確
保
に
向
け
た
闘
い
と

位
置
付
け
、
「
産
業
の
基
盤
た
る
人
材
の
確
保
」

「
拡
大
す
る
産
業
間
格
差
の
是
正
」
「
物
価
高
騰
に

対
す
る
実
質
賃
金
向
上
」
「
賃
上
げ
の
原
資
と
な
る

価
格
転
嫁
の
推
進
」
「
産
業
内
の
規
模
間
格
差

の
是
正
」
と
い
う
５
つ
の
視
点
に
基
づ
き
闘
う

こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
具
体
的
な
賃
上
げ
要
求

に
つ
い
て
は
、
定
期
昇
給
お
よ
び
定
期
昇
給
相

当
分
（
一
人
平
均
基
本
給
の
２
％
）
の
確
保
を

前
提
に
、
実
質
賃
金
向
上
と
産
業
間
格
差
の
是

正
を
図
る
観
点
か
ら
、
６
％
を
中
心
と
す
る
賃

上
げ
要
求
を
掲
げ
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

①

Ｊ
Ｒ
関
係
労
働
者
に
相
応
し
い
賃
金
水
準

へ
の
到
達

中
期
労
働
政
策
ビ
ジ
ョ
ン
２
０
２
４‐

２
０

２
８
で
は
、
社
会
水
準
を
意
識
し
て
設
定
し
た

必
達
目
標
賃
金
を
念
頭
に
お
き
、
期
中
で
の
到

達
を
通
じ
て
「
働
き
の
価
値
に
見
合
っ
た
水
準
」

へ
の
到
達
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
必
達

目
標
賃
金
へ
の
到
達
後
は
、
上
位
目
標
賃
金
へ

の
到
達
に
向
け
て
取
り
組
み
、
継
続
的
な
賃
金
水
準

の
維
持
・
向
上
を
図
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

Ｊ
Ｒ
各
単
組
の
賃
金
実
態
等
調
査
で
は
、
上

位
目
標
賃
金
に
対
し
て
、
Ｊ
Ｒ
東
海
ユ
ニ
オ
ン

が
全
年
齢
層
で
到
達
、
Ｊ
Ｒ
西
労
組
は
35
歳
～

50
歳
の
年
齢
層
で
到
達
し
ま
し
た
。
ま
た
、
必

達
目
標
賃
金
に
対
し
て
は
、
Ｊ
Ｒ
四
国
労
組
が

50
歳
ポ
イ
ン
ト
の
み
到
達
、
Ｊ
Ｒ
九
州
労
組
は

25
歳
ポ
イ
ン
ト
お
よ
び
35
歳
～
50
歳
の
年
齢

層
で
到
達
し
ま
し
た
。
各
単
組
の
実
額
計
は
全

単
組
・
全
年
齢
層
で
改
善
さ
れ
ま
し
た
が
、
上

位
目
標
賃
金
お
よ
び
必
達
目
標
賃
金
の
伸
び
が

大
き
く
、
指
標
の
悪
化
も
一
定
程
度
見
ら
れ
る

結
果
と
な
り
ま
し
た
。

グ
ル
ー
プ
労
組
の
賃
金
実
態
調
査
で
は
、
上

位
目
標
賃
金
に
対
し
て
、
一
般
分
科
会
の
25
歳

ポ
イ
ン
ト
の
み
が
到
達
し
、
他
の
分
科
会
・
年

齢
層
で
は
未
到
達
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
必

達
目
標
賃
金
に
対
し
て
は
、
工
務
、
運
輸
、
陸
運
、

物
販
、
一
般
分
科
会
の
一
部
の
年
齢
層
で
到
達

し
、
ホ
テ
ル
分
科
会
は
全
年
齢
層
で
未

到
達
と
な
り
ま
し
た
。

各
分
科
会
の
調
査
結
果
は
、
一
部
で

昨
年
の
調
査
結
果
か
ら
の
悪
化
が
見
ら

れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
賃
金
実
態
調
査
に

取
り
組
ん
だ
単
組
数
・
組
合
員
数
の
変

動
に
よ
る
も
の
と
推
察
し
ま
す
。

上
位
目
標
賃
金
お
よ
び
必
達
目
標
賃
金
の
根

拠
と
な
る
賃
金
セ
ン
サ
ス
は
２
０
２
４
年
分
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
２
０
２
５
年
の
賃
金
改
善
が

反
映
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
連
合
の
集
計
結
果
か

ら
推
察
す
れ
ば
、
来
年
度
の
目
標
賃
金
は
今
年

度
よ
り
さ
ら
に
上
昇
す
る
可
能
性
が
高
く
、
２

０
２
６
春
季
生
活
闘
争
に
お
い
て
相
応
の
賃
上

げ
を
実
現
し
な
け
れ
ば
、
現
在
の
水
準
を
維
持

す
る
こ
と
は
困
難
と
な
り
ま
す
。

こ
う
し
た
中
、
必
達
目
標
賃
金
へ
の
期
中
で

の
到
達
を
果
た
す
た
め
に
は
、
バ
ッ
ク
キ
ャ
ス
ト
の

思
考
で
要
求
を
組
み
立
て
、
労
使
が
胸
襟
を
開

い
て
議
論
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
賃
上

げ
要
求
に
つ
い
て
は
、
月
例
賃
金
に
こ
だ
わ
る

と
と
も
に
、
生
活
給
と
し
て
必
要
な
水
準
を
安
定
的

に
維
持
し
て
い
く
た
め
に
も
、
勤
務
実
績
見
合

い
の
諸
手
当
よ
り
、
基
本
給
な
ど
の
毎
月
定
額

で
支
払
わ
れ
る
賃
金
引
き
上
げ
を
強
く
意
識
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
う
え
で
、
各
単
組
に
お

け
る
賃
金
制
度
の
個
別
課
題
の
解
決
を
図
る
た

め
の
諸
手
当
の
改
善
に
取
り
組
む
べ
き
で
す
。

②

賞
与
に
よ
る
人
財
へ
の
投
資

若
年
層
に
お
い
て
は
、
賞
与
の
与
え
る
イ
ン

パ
ク
ト
が
大
き
く
、
少
な
か
ら
ず
離
転
職
の
判

断
を
左
右
す
る
要
因
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
ま

す
。
基
本
的
に
は
、
退
職
手
当
や
割
増
賃
金
等

に
も
直
接
影
響
を
与
え
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て

組
合
員
の
利
益
と
な
る
月
例
賃
金
に
こ
だ
わ
る

こ
と
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
賞
与
の
与

え
る
影
響
を
鑑
み
る
と
一
定
の
水
準
で
支
払
わ

れ
る
よ
う
取
り
組
む
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

新
年
度
全
体
の
賃
金
を
決
定
し
、
向
こ
う
１
年

間
の
生
活
設
計
が
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ

と
で
、
組
合
員
の
安
心
感
を
醸
成
す
る
こ
と
も
、

離
転
職
防
止
の
観
点
か
ら
重
要
で
す
。

従
っ
て
、
早
期
決
定
を
念
頭
に
、
単
組
の
事

情
を
考
慮
し
つ
つ
、
可
能
な
限
り
春
季
生
活
闘

争
時
期
に
あ
わ
せ
て
賞
与
を
求
め
、
決
着
を
め

ざ
し
て
取
り
組
む
必
要
が
あ
り
ま
す
。

③

意
欲
高
く
働
き
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
多

様
な
働
き
方
の
実
現

優
秀
な
人
財
の
定
着
を
図
る
観
点
か
ら
、
賃
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⑶

す
べ
て
の
仲
間
の
想
い
を
包
摂
し
、

あ
ら
ゆ
る
「
人
財
へ
の
投
資
」
を
実
現

す
る

《 ＪＲ連合２０２５年度賃金実態等調査による目標賃金との比較 》

25歳 30歳 35歳 40歳 45歳 50歳 55歳

284,500 331,900 375,300 396,400 446,000 465,100 493,300
259,800 308,700 362,700 395,000 419,800 432,100 456,000
24,700 23,200 12,600 1,400 26,200 33,000 37,300

実額計 284,500 335,400 381,700 442,100 470,100 507,000 486,700
差額 0 3,500 6,400 45,700 24,100 41,900 - 6,600
指標 100.0 101.1 101.7 111.5 105.4 109.0 98.7
前年指標 106.7 105.1 100.4 106.0 107.9 112.7 101.7
前年比 - 6.7 - 4.0 1.3 5.6 - 2.5 - 3.7 - 3.0
実額計 302,200 359,600 398,500 462,800 515,600 556,000 544,700
差額 17,700 27,700 23,200 66,400 69,600 90,900 51,400
指標 106.2 108.3 106.2 116.8 115.6 119.5 110.4
前年指標 114.0 110.4 104.2 109.2 115.1 119.8 113.3
前年比 - 7.8 - 2.0 1.9 7.6 0.5 - 0.3 - 2.9
実額計 279,100 328,300 380,600 440,500 467,000 486,300 463,800
差額 - 5,400 - 3,600 5,300 44,100 21,000 21,200 - 29,500
指標 98.1 98.9 101.4 111.1 104.7 104.6 94.0
前年指標 103.4 103.2 101.1 107.3 107.2 109.3 94.7
前年比 - 5.3 - 4.3 0.3 3.8 - 2.5 - 4.7 - 0.7

25歳 30歳 35歳 40歳 45歳 50歳 55歳

259,600 299,800 336,600 380,400 390,200 410,900 431,300
236,200 283,400 332,300 357,200 381,400 394,400 419,500
23,400 16,400 14,300 23,200 8,800 16,500 11,800

実額計 284,500 335,400 381,700 442,100 470,100 507,000 486,700
差額 24,900 35,600 45,100 61,700 79,900 96,100 55,400
指標 109.6 111.9 113.4 116.2 120.5 123.4 112.8
前年指標 117.4 114.4 113.0 117.2 118.7 123.5 110.6
前年比 - 7.8 - 2.5 0.4 - 1.0 1.8 - 0.1 2.2
実額計 221,700 259,800 294,600 339,400 379,500 418,700 428,200
差額 - 37,900 - 40,000 - 42,000 - 41,000 - 10,700 7,800 - 3,100
指標 85.4 86.7 87.5 89.2 97.3 101.9 99.3
前年指標 92.1 89.3 89.4 94.4 98.6 104.4 91.0
前年比 - 6.7 - 2.6 - 1.9 - 5.2 - 1.3 - 2.5 8.3
実額計 270,900 297,500 339,500 388,500 415,500 438,100 402,800
差額 11,300 - 2,300 2,900 8,100 25,300 27,200 - 28,500
指標 104.4 99.2 100.9 102.1 106.5 106.6 93.4
前年指標 102.2 99.3 99.9 105.1 104.5 104.2 85.9
前年比 2.2 - 0.1 1.0 - 3.0 2.0 2.4 7.5

※「必達目標」は「大企業の中位水準」、「上位目標」は「大企業の
上位１／４水準」を基準として設定している。具体的には厚生労働
省「賃金構造基本統計調査」で集計されている「全産業1000人以上規
模、男性高卒標準労働者の分布特性値表」のうち、「中位数」を必達目
標、「第３四分位（100人の分布の場合、上から数えて25番目の水
準）」を上位目標設定の目安としている。

※ただし上記集計値は、「通勤手当を含んだ全従業員ベース」であるので、そ
の数値をもとに「通勤手当を除く組合員ベース」の水準を推計し、具体的な
目標値としている。
※ＪＲ連合の水準は、各年齢とも賃金実態調査の実測所定内賃金
（通勤手当を除く）を原則としているが、東海を除く55歳の高卒男
子標準労働者は、および四国の30歳から55歳は、直線補完法（回帰
分析）を用いて実額計を推計している。

※ 目標値は、厚生労働省による令和6年賃金構造基本統計調査（賃金センサス）標準労働者の特定年齢別労働者者数および所定内給与額における「各産業別・100∼999人規模・男・高卒」の中位数
または第３四分位から、管理職相当分と通勤手当相当分を除外して得られた数値としている。
※ ホテル分科会について、賃金センサスにおける〝「宿泊業・飲食サービス業〟のデータが欠如しているため、産業計（全産業）のデータを比較対象としている

分 科 会 25歳 30歳 35歳 40歳 45歳 比較対象産業
目 標 値 279.2 327.1 345.8 411.3 435.5
調査結果 258.2 295.8 330.7 360.1 381.0 建設業
達 成 率 0.92 0.90 0.96 0.88 0.87
目 標 値 314.4 305.7 308.1 349.7 443.3
調査結果 225.3 245.2 260.0 269.9 275.4 運輸業・郵便業
達 成 率 0.72 0.80 0.84 0.77 0.62
目 標 値 314.4 305.7 308.1 349.7 443.3
調査結果 240.8 250.4 258.4 265.9 273.8 運輸業・郵便業
達 成 率 0.77 0.82 0.84 0.76 0.62
目 標 値 248.6 256.6 359.5 327.0 302.6
調査結果 228.1 252.1 271.5 285.7 294.0 販売業・小売業
達 成 率 0.92 0.98 0.76 0.87 0.97
目 標 値 251.1 290.9 319.5 346.5 391.3
調査結果 214.0 233.3 256.5 280.3 301.5 全産業
達 成 率 0.85 0.80 0.80 0.81 0.77
目 標 値 225.1 269.8 314.4 360.6 385.5
調査結果 244.3 266.4 284.5 298.7 309.1
達 成 率 1.09 0.99 0.90 0.83 0.80

《 ＪＲグループ労組連絡会２０２５年度賃金実態調査結果 》

分 科 会 25歳 30歳 35歳 40歳 45歳 比較対象産業
目 標 値 248.8 270.1 334.0 391.1 396.7
調査結果 258.2 295.8 330.7 360.1 381.0 建設業
達 成 率 1.04 1.10 0.99 0.92 0.96
目 標 値 229.3 242.0 290.5 344.5 437.2
調査結果 225.3 245.2 260.0 269.9 275.4 運輸業・郵便業
達 成 率 0.98 1.01 0.89 0.78 0.63
目 標 値 229.3 242.0 290.5 344.5 437.2
調査結果 240.8 250.4 258.4 265.9 273.8 運輸業・郵便業
達 成 率 1.05 1.03 0.89 0.77 0.63
目 標 値 232.9 241.0 274.0 285.1 280.5
調査結果 228.1 252.1 271.5 285.7 294.0 販売業・小売業
達 成 率 0.98 1.05 0.99 1.00 1.05
目 標 値 228.0 260.9 299.3 316.9 339.7
調査結果 214.0 233.3 256.5 280.3 301.5 全産業
達 成 率 0.94 0.89 0.86 0.88 0.89
目 標 値 214.9 241.3 277.1 307.6 318.7
調査結果 244.3 266.4 284.5 298.7 309.1
達 成 率 1.14 1.10 1.03 0.97 0.97

Ｑ３

(上位目標)

前年Ｑ３

前年との差額

Ｊ
Ｒ
連
合

Ｊ
Ｒ
東
海
ユ
ニ
オ
ン

Ｊ
Ｒ
西
労
組

中位数

(必達目標)

前年中位数

前年との差額

Ｊ
Ｒ
連
合

Ｊ
Ｒ
四
国
労
組

Ｊ
Ｒ
九
州
労
組

工 務
（施設／電気）

運 輸
（整備／車両・機械）

陸 運
（自動車／物流）

物 販
（小売／車販・駅弁）

ホ テ ル
（宿泊／飲食）

一 般
（サービス／情報）

サービス業・他
に分類されない
業種

工 務
（施設／電気）

運 輸
（整備／車両・機械）

陸 運
（自動車／物流）

物 販
（小売／車販・駅弁）

ホ テ ル
（宿泊／飲食）

一 般
（サービス／情報）

サービス業・他
に分類されない
業種



金
以
外
の
労
働
条
件
を
含
め
た
働
き
方
全
般
に

つ
い
て
点
検
し
、
改
善
を
図
る
こ
と
も
重
要
で

す
。
特
に
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
や
テ
レ
ワ
ー

ク
の
導
入
・
拡
大
は
、
最
近
の
多
様
な
働
き
方

の
先
進
事
例
と
し
て
社
会
で
も
広
く
導
入
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
積
極
的
に
推
進
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
育
児
・
介
護
・
治
療
と
仕
事
の
両
立

支
援
に
つ
い
て
も
、
社
会
情
勢
を
鑑
み
て
積
極

的
に
推
進
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
導
入
し

て
き
た
短
時
間
勤
務
・
短
日
数
勤
務
な
ど
の
多

様
な
働
き
方
に
つ
い
て
は
、
特
定
の
事
情
を
抱

え
る
人
財
の
み
な
ら
ず
、
広
く
一
般
的
に
利
用

で
き
る
よ
う
適
用
拡
大
を
図
る
べ
き
で
す
。

さ
ら
に
、
女
性
・
高
年
齢
者
・
社
会
人
・
外

国
人
な
ど
の
採
用
の
拡
大
や
、
時
代
と
と
も
に

勤
労
観
や
家
庭
観
な
ど
の
価
値
観
に
変
化
が
生

ま
れ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
業
務
の
効
率
化
・
省

力
化
の
推
進
に
あ
わ
せ
、
Ｊ
Ｒ
特
有
の
就
労
形

態
で
あ
る
長
時
間
拘
束
や
夜
間
作
業
、
広
域
転

勤
の
縮
減
な
ど
、
構
造
的
な
課
題
に
対
し
て
大

胆
な
改
革
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

Ｊ
Ｒ
産
業
は
、
グ
ル
ー
プ
会
社
や
協
力
会
社

の
支
え
に
よ
り
事
業
運
営
が
成
り
立
っ
て
お
り
、

Ｊ
Ｒ
グ
ル
ー
プ
の
経
営
成
績
は
こ
う
し
た
関
係

者
の
連
帯
や
協
力
が
あ
っ
て
こ
そ
成
し
得
た
も

の
で
す
。
Ｊ
Ｒ
各
社
・
グ
ル
ー
プ
会
社
で
経
営

成
績
に
差
異
が
あ
る
こ
と
は
事
実
で
す
が
、
組

合
員
が
努
力
を
重
ね
て
経
営
を
支
え
て
き
た
こ

と
に
変
わ
り
は
な
く
、
Ｊ
Ｒ
各
社
・
グ
ル
ー
プ

会
社
の
隔
て
な
く
、
社
会
情
勢
と
Ｊ
Ｒ
各
グ
ル
ー

プ
の
経
営
成
績
を
踏
ま
え
た
賃
上
げ
要
求
を
堂
々

と
求
め
る
べ
き
で
す
。

Ｊ
Ｒ
発
足
以
降
、
企
業
再
編
を
繰
り
返
し
て

グ
ル
ー
プ
会
社
は
変
遷
し
て
き
ま
し
た
が
、
労

働
条
件
に
つ
い
て
は
Ｊ
Ｒ
各
社
と
一
定
の
格
差

が
生
じ
、
経
営
体
力
に
差
の
あ
る
グ
ル
ー
プ
会

社
で
は
、
そ
の
格
差
は
拡
大
し
て
い
ま
す
。
２

０
２
５
春
季
生
活
闘
争
の
結
果
を
見
て
も
、
経

営
体
力
の
差
に
応
じ
て
賃
上
げ
に
も
差
が
生
じ

て
い
ま
す
。

経
営
体
力
が
脆
弱
だ
と
い
う
理
由
の
み
を
も
っ

て
賃
上
げ
が
で
き
な
け
れ
ば
、
格
差
は
広
が
る

ば
か
り
で
す
。
こ
の
間
、
こ
う
し
た
負
の
流
れ

に
歯
止
め
を
か
け
格
差
を
是
正
す
る
べ
く
産
業

を
超
え
て
取
り
組
ん
で
き
て
お
り
、
Ｊ
Ｒ
連
合

に
お
い
て
も
、
グ
ル
ー
プ
会
社
が
賃
上
げ
す
る

こ
と
が
で
き
る
環
境
整
備
に
向
け
て
、
適
正
契

約
・
価
格
転
嫁
の
推
進
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し

た
。
広
が
り
続
け
る
産
業
内
格
差
を
是
正
し
、

Ｊ
Ｒ
産
業
全
体
が
発
展
す
る
た
め
に
も
、
こ
れ

ま
で
以
上
に
格
差
是
正
を
意
識
し
た
取
り
組
み

が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

な
お
、
「
中
期
労
働
政
策
ビ
ジ
ョ
ン
２
０
２

４‐

２
０
２
８
」
で
設
定
し
た
グ
ル
ー
プ
労
組

の
目
標
賃
金
は
、
『
産
業
別
・
企
業
規
模
１
０

０
～
９
９
９
人
』
で
あ
り
、
Ｊ
Ｒ
７
単
組
の
目

標
賃
金
『
全
産
業
・
企
業
規
模
１
０
０
０
人
以

上
』
と
も
差
異
が
あ
り
ま
す
。
賃
金
水
準
と
目

標
賃
金
に
差
が
あ
る
こ
と
も
事
実
で
す
が
、
よ

り
早
期
に
目
標
賃
金
に
到
達
で
き
る
よ
う
、
こ

れ
ま
で
以
上
に
意
識
し
た
取
り
組
み
が
求
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

前
述
の
基
調
を
踏
ま
え
つ
つ
、
Ｊ
Ｒ
産
業
に

集
う
す
べ
て
の
仲
間
の
雇
用
と
生
活
改
善
を
最

優
先
に
、
中
期
労
働
政
策
ビ
ジ
ョ
ン
の
達
成
を
通
じ

た
労
働
条
件
向
上
や
生
活
改
善
を
実
現
す
る
た

め
、
以
下
の
５
つ
の
柱
に
基
づ
き
、
Ｊ
Ｒ
連
合
加

盟
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単
組
が
Ｏ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
Ｅ
Ａ
Ｍ
と
な
っ
て
２

０
２
６
春
季
生
活
闘
争
に
臨
む
こ
と
と
し
ま
す
。

①
人
財
の
確
保
・
定
着
に
向
け
た
取
り
組
み

Ｊ
Ｒ
産
業
に
集
う
す
べ
て
の
仲
間
の
労
働
条

件
の
「
底
上
げ
」
「
底
支
え
」
と
、
Ｊ
Ｒ
グ
ル
ー

プ
内
に
お
け
る
企
業
規
模
間
の
「
格
差
是
正
」

に
向
け
た
取
り
組
み
を
強
化
し
、
入
社
か
ら
退

職
ま
で
安
心
し
て
意
欲
を
持
っ
て
働
き
続
け
ら

れ
る
労
働
条
件
・
環
境
を
整
備
し
ま
す
。

ま
た
、
賞
与
に
つ
い
て
は
、
若
年
層
に
お
け

る
離
職
の
判
断
を
左
右
す
る
要
因
の
ひ
と
つ
に

な
っ
て
い
る
こ
と
や
、
新
年
度
の
賃
金
を
決
定

し
、
向
こ
う
１
年
間
の
生
活
設
計
が
立
て
ら
れ

る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
、
組
合
員
の
安
心
感
を

醸
成
す
る
こ
と
な
ど
を
考
慮
し
、
可
能
な
限
り

春
季
生
活
闘
争
時
期
に
要
求
し
、
決
着
を
め
ざ

し
ま
す
。

②
月
例
賃
金
を
強
く
意
識
し
た
賃
上
げ
要
求

に
よ
る
安
定
的
な
生
活
水
準
の
維
持
・
改
善

の
取
り
組
み

賃
金
を
「
働
き
の
価
値
に
見
合
っ
た
水
準
」
へ
と

引
き
上
げ
、
安
定
的
な
水
準
を
維
持
す
る
た
め
、

月
例
賃
金
に
こ
だ
わ
り
、
中
期
労
働
政
策
ビ
ジ
ョ

ン
で
設
定
し
た
「
あ
る
べ
き
賃
金
水
準
」
の
追

求
に
最
大
限
取
り
組
む
こ
と
と
し
ま
す
。

年
度
初
に
お
け
る
定
期
昇
給
分
の
確
保
を
大

前
提
に
、
定
期
昇
給
制
度
の
確
立
や
昇
給
額
が

僅
少
で
あ
る
場
合
に
は
制
度
の
改
善
に
取
り
組

み
ま
す
。
そ
の
う
え
で
、
物
価
上
昇
分
を
確
保

し
、
生
活
改
善
を
実
感
で
き
る
賃
上
げ
を
め
ざ

し
ま
す
。

③
す
べ
て
の
労
働
条
件
を
点
検
し
、
改
善
を

図
る
総
合
生
活
改
善
の
取
り
組
み

中
期
労
働
政
策
ビ
ジ
ョ
ン
の
提
言
に
基
づ
き
、

賃
金
の
み
な
ら
ず
、
す
べ
て
の
労
働
条
件
や
福

利
厚
生
制
度
、
働
き
方
等
を
点
検
し
改
善
を
図

る
総
合
生
活
改
善
に
最
大
限
取
り
組
む
こ
と
と

し
ま
す
。

④
有
期
・
短
時
間
・
契
約
等
労
働
者
の
処
遇

改
善
に
向
け
た
取
り
組
み

有
期･

短
時
間･

契
約
等
労
働
者
の
労
働
条

件
を
点
検
し
、
雇
用
形
態
間
の
不
合
理
な
待
遇

差
の
是
正
や
雇
用
の
安
定
に
つ
な
が
る
正
社
員

へ
の
登
用
、
労
働
条
件
の
「
底
上
げ
」
「
底
支

え
」
に
資
す
る
処
遇
改
善
に
取
り
組
む
こ
と
と

し
ま
す
。
あ
わ
せ
て
、
未
組
織
労
働
者
へ
の
波

及
効
果
の
創
出
な
ど
、
取
り
組
み
を
通
じ
て
労

働
組
合
と
し
て
の
社
会
的
責
任
を
果
た
す
事
を

め
ざ
し
ま
す
。

⑤
多
様
な
事
情
を
抱
え
る
人
財
・
多
様
な
人

財
が
活
躍
で
き
る
労
働
条
件
・
環
境
整
備
の

取
り
組
み

年
齢
や
性
別
を
問
わ
ず
、
育
児
・
介
護
・
治

療
等
の
多
様
な
事
情
・
背
景
を
抱
え
る
人
財
が

活
き
活
き
と
働
き
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
労
働

条
件
・
環
境
の
確
立
を
め
ざ
し
ま
す
。
あ
わ
せ

て
、
多
様
な
価
値
観
の
受
容
と
特
殊
な
技
術
や

経
験
を
有
す
る
人
財
確
保
の
観
点
か
ら
、
女
性
・

高
年
齢
者
・
社
会
人
・
外
国
人
・
障
が
い
者
等

の
多
様
な
人
財
が
活
躍
で
き
る
労
働
条
件
・
環

境
の
確
立
を
め
ざ
し
ま
す
。

①
基
本
的
な
考
え
方

「
人
財
こ
そ
が
企
業
に
お
け
る
最
大
の
財
産
」

と
の
価
値
観
に
基
づ
き
、
中
長
期
視
点
に
立
っ

た
人
財
確
保
や
企
業
の
社
会
的
責
任
で
あ
る
社

員
・
家
族
の
幸
せ
の
実
現
を
果
た
す
た
め
、
引

き
続
き
自
社
や
各
グ
ル
ー
プ
内
に
お
け
る
人
財

へ
の
投
資
、
労
働
条
件
・
環
境
の
改
善
に
取
り

組
む
こ
と
と
し
ま
す
。

②
具
体
的
な
取
り
組
み

１
）
労
使
協
議
を
通
じ
て
、
自
社
や
各
グ
ル
ー

プ
内
に
お
け
る
人
財
へ
の
投
資
に
向
け
た
考

え
方
や
取
り
組
み
を
確
認
し
ま
す
。
ま
た
、

グ
ル
ー
プ
内
で
包
括
的
に
人
財
を
確
保
・
定

着
し
て
い
く
た
め
の
環
境
整
備
に
取
り
組
む

こ
と
と
し
ま
す
。

２
）
「
労
務
費
の
適
切
な
転
嫁
の
た
め
の
価
格

交
渉
に
関
す
る
指
針
」
の
さ
ら
な
る
浸
透
や

「
中
小
受
託
取
引
適
正
化
法
」
の
周
知
徹
底

に
取
り
組
む
こ
と
と
し
ま
す
。
ま
た
、
受
発

注
者
間
の
取
引
だ
け
で
な
く
、
消
費
者
に
ま

で
及
ぶ
価
格
転
嫁
や
公
共
サ
ー
ビ
ス
分
野
に

お
け
る
価
格
転
嫁
の
必
要
性
に
つ
い
て
、
社

会
全
体
で
の
理
解
促
進
を
図
る
取
り
組
み
を

推
進
し
ま
す
。

３
）
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の
取
引
先
や
価
値
創

造
を
図
る
事
業
者
と
の
連
携
・
共
存
共
栄
を

推
進
す
る
た
め
、
「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
構

築
宣
言
」
の
普
及
拡
大
に
取
り
組
む
こ
と
と

し
ま
す
。

４
）
副
業
・
兼
業
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省

の
「
副
業
・
兼
業
の
促
進
に
関
す
る
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
」
の
遵
守
を
大
前
提
に
、
各
社
の
実

態
に
即
し
た
実
効
性
あ
る
労
働
時
間
管
理
や

働
く
者
の
安
全
確
保
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
そ

の
う
え
で
、
労
働
者
の
知
識
や
ス
キ
ル
の
向

上
、
視
野
の
拡
大
、
内
外
の
関
係
主
体
間
に

お
け
る
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
・
強
化

な
ど
、
複
数
の
観
点
か
ら
必
要
性
を
十
分
に

吟
味
し
て
対
応
し
ま
す
。

５
）
適
切
な
価
格
転
嫁
の
推
進
を
は
じ
め
、
各

単
組
の
労
使
協
議
へ
の
後
方
支
援
や
労
使
で

解
決
で
き
な
い
課
題
解
決
に
向
け
て
、
連
合

や
交
運
労
協
、
Ｊ
Ｒ
連
合
国
会
議
員
懇
談
会
、

21
世
紀
の
鉄
道
を
考
え
る
議
員
フ
ォ
ー
ラ
ム

と
連
携
を
強
め
る
と
と
も
に
、
政
府
や
関
係

す
る
省
庁
に
対
し
て
も
積
極
的
な
働
き
か
け

を
行
い
ま
す
。

①
賃
上
げ
要
求
の
考
え
方

１
）
Ｊ
Ｒ
産
業
が
持
続
的
に
発
展
す
る
た
め
に

は
、
人
財
の
確
保
・
定
着
、
採
用
競
争
力
の

強
化
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
も
す
べ

て
の
単
組
が
そ
れ
ぞ
れ
の
賃
金
水
準
を
確
認

し
つ
つ
、
中
期
労
働
政
策
ビ
ジ
ョ
ン
で
設
定

し
た
目
標
賃
金
水
準
を
念
頭
に
置
き
、
Ｊ
Ｒ

産
業
に
集
う
す
べ
て
の
仲
間
の
賃
金
を
「
働

き
の
価
値
に
見
合
っ
た
水
準
」
へ
の
引
き
上

げ
を
め
ざ
し
ま
す
。

２
）
年
度
初
に
お
け
る
定
期
昇
給
相
当
分
の
確

保
を
大
前
提
に
、
定
期
昇
給
制
度
が
未
整
備

の
単
組
は
定
期
昇
給
の
制
度
化
、
定
期
昇
給

制
度
に
よ
る
昇
給
額
が
僅
少
な
単
組
に
お
い

て
は
制
度
の
改
善
を
め
ざ
し
ま
す
。

３
）
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
要
求
は
、
社
会
情
勢
を
十

分
に
踏
ま
え
、
組
合
員
が
積
み
上
げ
た
成
果

の
公
正
分
配
を
基
礎
に
、
生
産
性
向
上
分
、

物
価
上
昇
分
、
目
標
賃
金
と
の
乖
離
状
況
等

を
考
慮
し
ま
す
。

４
）
す
べ
て
の
賃
金
の
基
礎
と
な
る
初
任
給
の

引
き
上
げ
と
賃
金
カ
ー
ブ
全
体
の
底
上
げ
に

取
り
組
み
ま
す
。

５
）
有
期
・
短
時
間
・
契
約
等
労
働
者
の
賃
金

引
き
上
げ
や
昇
給
制
度
・
社
員
登
用
制
度
の

整
備
を
め
ざ
し
ま
す
。

６
）
総
合
生
活
改
善
に
向
け
た
取
り
組
み
の
一

環
と
し
て
、
労
働
諸
条
件
の
改
善
原
資
を
求

め
る
と
と
も
に
、
人
財
の
確
保
・
定
着
に
向

け
、
産
業
の
魅
力
を
よ
り
高
め
る
べ
く
、
賃

金
・
処
遇
面
の
見
直
し
や
大
胆
な
働
き
方
改

革
に
取
り
組
み
、
多
様
化
・
個
別
化
す
る
人

財
か
ら
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
得
る
労
働
条
件
の

改
善
を
推
進
し
ま
す
。

②
要
求
の
根
拠

１
）
産
業
の
維
持
・
発
展
に
必
要
な
人
財
の
確

保
・
定
着
と
採
用
競
争
力
の
強
化

Ｊ
Ｒ
連
合
の
統
一
方
針
と
し
て
の
金
額
を
提

示
す
る
こ
と
で
、
人
財
の
確
保
・
定
着
と
採
用

競
争
力
の
強
化
を
め
ざ
し
ま
す
。

２
）
物
価
上
昇
へ
の
対
応

内
閣
府
年
央
試
算
に
よ
れ
ば
２
０
２
５
年
度

の
消
費
者
物
価
指
数
（
総
合
）
は
２
・
４
％
程

度
を
見
込
ん
で
お
り
、
物
価
上
昇
を
超
え
る
賃

上
げ
を
め
ざ
し
ま
す
。

３
）
組
合
員
が
積
み
上
げ
た
努
力
の
適
正
分
配

に
よ
る
生
活
改
善
の
実
感

組
合
員
の
生
活
改
善
を
実
現
す
る
た
め
、
実

質
賃
金
を
１
％
程
度
上
昇
さ
せ
る
成
果
分
配
を

め
ざ
し
ま
す
。

４
）
人
財
へ
の
投
資
に
よ
る
「
働
き
の
価
値
に

見
合
っ
た
水
準
」
へ
の
到
達

中
期
労
働
政
策
ビ
ジ
ョ
ン
に
基
づ
き
２
０
２

８
年
度
ま
で
に
必
達
目
標
賃
金
に
到
達
す
る
た

め
、
社
会
水
準
に
劣
後
し
な
い
賃
上
げ
の
継
続

実
施
を
め
ざ
し
ま
す
。

５
）
付
加
価
値
の
適
正
分
配
を
通
じ
た
産
業
間

格
差
の
是
正

各
単
組
の
事
情
や
業
種
の
特
性
な
ど
に
柔
軟

に
対
応
し
、
格
差
是
正
分
等
の
積
極
的
な
上
積

み
を
推
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
要
求
を
設
定
し

ま
す
。

以
上
の
根
拠
か
ら
、
物
価
上
昇
分
お
よ
び
生

活
改
善
分
だ
け
で
３
％
以
上
の
賃
上
げ
が
求
め

ら
れ
、
必
達
目
標
賃
金
へ
の
到
達
を
め
ざ
す
た

め
に
は
、
少
な
く
と
も
４
％
の
賃
上
げ
が
必
要

と
判
断
し
ま
す
。
ま
た
、
長
期
安
定
雇
用
を
支

え
る
た
め
に
は
２
％
程
度
の
定
昇
昇
給
が
必
要

で
あ
り
、
賃
上
げ
分
と
合
わ
せ
て
６
％
の
要
求

額
を
設
定
し
ま
す
。
な
お
、
格
差
是
正
分
等
の

上
積
み
を
積
極
的
に
検
討
で
き
る
よ
う
、
統
一

方
針
で
は
要
求
額
の
最
低
基
準
を
示
す
こ
と
と

し
ま
す
。

③

具
体
的
な
要
求
内
容

※
《
別
記
左
上
囲
み
》

④

賃
金
諸
元
（
２
０
２
５
年
度
Ｊ
Ｒ
連
合
賃

金
実
態
調
査
に
よ
る
）

１
）
平
均
賃
上
げ
方
式

Ｊ
Ｒ
連
合

平
均
賃
金

32
万
３
９
４
４
円
（
36
・
４
歳
）

※
加
重
平
均

Ｊ
Ｒ
各
単
組

平
均
基
準
内
賃
金

34
万
１
４
８
８
円
（
35
・
６
歳
）

グ
ル
ー
プ
労
組

全
産
業
平
均
賃
金

27
万
８
７
４
４
円
（
38
・
４
歳
）

グ
ル
ー
プ
労
組

１
年
１
歳
間
差
額

４
３
４
４
円

（
20
歳
～
40
歳
の
１
歳
あ
た
り
の
賃
金
上
昇
額
）

２
）
個
別
賃
上
げ
方
式

Ｊ
Ｒ
各
単
組

平
均
基
準
内
賃
金

33
万
３
５
０
９
円

（
35
歳
・
男
子
・
高
卒
・
標
準
労
働
者
層
）

⑤
賃
金
要
求
項
目
の
集
中
化

１
）
月
例
賃
金
を
構
成
す
る
諸
手
当
の
新
設
・

増
額
や
支
給
対
象
範
囲
の
拡
大
を
図
る
と
と

も
に
、
月
例
賃
金
を
安
定
的
に
確
保
す
る
た

め
、
毎
月
定
常
的
に
支
払
わ
れ
る
賃
金
割
合

を
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
ま
す
。

２
）
時
間
外
労
働
等
割
増
率
に
つ
い
て
、
連
合

の
目
標
（
時
間
外
50
％
、
休
日
１
０
０
％
）

の
早
期
達
成
を
め
ざ
し
ま
す
。

３
）
賞
与
（
夏
季
手
当
・
年
間
臨
給
）
に
つ
い

て
、
可
能
な
限
り
同
時
要
求
す
る
こ
と
と
し

ま
す
。

⑥
有
期
・
短
時
間
・
契
約
等
労
働
者
に
関
す

る
要
求
（
雇
用
形
態
間
格
差
の
是
正
）

２
０
２
５
年
度
地
域
別
最
低
賃
金
は
６
・
26

％
の
大
幅
な
引
き
上
げ
と
な
り
ま
し
た
。
既
存

者
の
賃
金
に
つ
い
て
、
既
存
者
の
キ
ャ
リ
ア
評

価
が
適
切
に
処
遇
に
反
映
さ
れ
る
と
と
も
に
、

有
期
・
短
時
間
・
契
約
等
労
働
者
の
生
活
を
守

り
、
雇
用
形
態
間
格
差
是
正
を
図
る
た
め
、
以

下
の
と
お
り
取
り
組
み
ま
す
。

１
）
有
期
・
短
時
間
・
契
約
等
労
働
者
の
労
働

諸
条
件
の
向
上
と
均
等
・
均
衡
待
遇
確
保
の

観
点
か
ら
、
企
業
内
の
す
べ
て
の
労
働
者
を

対
象
と
し
た
企
業
内
最
低
賃
金
協
定
の
締
結

を
め
ざ
し
ま
す
。
な
お
、
締
結
水
準
は
「
時

給
１
３
０
０
円
以
上
」
と
し
ま
す
。

２
）
有
期
・
短
時
間
・
契
約
等
労
働
者
の
賃
金

を
「
働
き
の
価
値
に
見
合
っ
た
水
準
」
に
引

き
上
げ
て
い
く
た
め
、
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者

と
同
等
に
能
力
の
高
ま
り
に
応
じ
た
処
遇
の

(3)第692号(毎月1日発行） ＪＲ連合 令和8年(2026)1月14日

⑷

Ｊ
Ｒ
グ
ル
ー
プ
全
体
で
生
み
出
し
た

付
加
価
値
の
適
正
配
分
に
よ
る
産
業
内

格
差
の
是
正

⑴

基
本
的
な
考
え
方

⑵

人
財
の
確
保
・
定
着
に
向
け
た
取
り

組
み
に
つ
い
て

⑶

賃
上
げ
要
求
に
つ
い
て

ＪＲ連合２０２６春季生活闘争方針案



実
現
に
取
り
組
み
ま
す
。

３
）
昇
給
ル
ー
ル
の
導
入
に
取
り
組
み
ま
す
。

な
お
、
昇
給
ル
ー
ル
が
確
立
さ
れ
て
い
る
場

合
は
、
そ
の
昇
給
分
を
確
保
し
た
う
え
で
、

「
働
き
の
価
値
に
見
合
っ
た
水
準
」
を
追
求

し
ま
す
。

４
）
月
給
制
の
有
期
・
短
時
間
・
契
約
等
労
働
者

の
賃
金
に
つ
い
て
は
、
正
規
雇
用
労
働
者
と

の
均
等
待
遇
の
観
点
か
ら
改
善
を
求
め
ま
す
。

①
基
本
的
な
考
え
方

中
期
労
働
政
策
ビ
ジ
ョ
ン
の
提
言
に
基
づ
き
、

総
合
生
活
改
善
の
観
点
か
ら
、
労
働
時
間
や
休

日
、
休
暇
、
育
児
・
介
護
・
治
療
支
援
制
度
、
福
利

厚
生
と
い
っ
た
あ
ら
ゆ
る
労
働
条
件
に
つ
い
て

検
証
し
、
改
善
を
図
る
取
り
組
み
を
徹
底
し
ま

す
。
ま
た
、
政
策
・
制
度
実
現
の
取
り
組
み
を
、

労
働
条
件
改
善
の
取
り
組
み
と
と
も
に
運
動
の

両
輪
と
し
て
推
し
進
め
る
こ
と
と
し
ま
す
。

な
お
、
有
期
・
短
時
間
・
契
約
等
労
働
者
の

処
遇
改
善
に
つ
い
て
は
、
正
社
員
へ
の
登
用
や

同
一
労
働
同
一
賃
金
の
法
規
定
の
完
全
施
行
を

踏
ま
え
た
雇
用
形
態
間
に
お
け
る
不
合
理
な
待

遇
差
の
是
正
に
取
り
組
む
こ
と
と
し
ま
す
。

連
合
方
針
で
掲
げ
る
ミ
ニ
マ
ム
要
求
課
題
に

つ
い
て
も
、
連
合
構
成
組
織
と
し
て
取
り
組
む

こ
と
と
し
ま
す
。

②
具
体
的
な
取
り
組
み

１
）
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
実
現
に

関
す
る
取
り
組
み

健
康
で
働
き
続
け
ら
れ
る
労
働
時
間
と
過
労

死
ゼ
ロ
の
実
現
、
「
社
会
生
活
の
時
間
」
の
充

実
を
含
め
た
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の

実
現
、
個
々
人
の
状
況
や
ニ
ー
ズ
に
あ
っ
た
働

き
方
と
処
遇
の
あ
り
方
な
ど
に
つ
い
て
、
総
体

的
な
検
討
と
協
議
を
行
い
ま
す
。
と
り
わ
け
、

中
期
労
働
政
策
ビ
ジ
ョ
ン
の
提
言
に
基
づ
き
、

総
実
労
働
時
間
の
縮
減
や
時
間
外
労
働
の
削
減
、

年
次
有
給
休
暇
の
取
得
促
進
、
労
働
時
間
管
理

の
徹
底
、
社
会
変
容
や
勤
労
観
の
変
化
に
応
じ

た
柔
軟
な
就
労
環
境
の
整
備
を
は
じ
め
と
す
る

以
下
の
項
目
に
取
り
組
み
ま
す
。

ⅰ
）
総
実
労
働
時
間
の
縮
減
、
時
間
外
労
働
の

削
減
（
長
時
間
労
働
の
是
正
）

ａ
）
年
間
総
実
労
働
時
間
１
８
０
０
時
間
を
め

ざ
し
ま
す
。

ｂ
）
時
間
外
労
働
に
対
す
る
割
増
賃
金
率
に
つ

い
て
、
法
定
割
増
賃
金
率
か
ら
の
引
き
上
げ

を
求
め
ま
す
。

ｃ
）
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
制
度
（
原
則
11
時

間
）
の
導
入
に
つ
い
て
、
職
場
の
実
態
を
踏

ま
え
た
労
使
協
議
を
進
め
ま
す
。

ｄ
）
労
働
者
の
健
康
確
保
の
観
点
か
ら
、
労
使

協
議
を
通
じ
て
、
す
べ
て
の
労
働
者
の
実
労

働
時
間
を
客
観
的
な
方
法
で
把
握
す
る
仕
組

み
の
導
入
や
、
労
働
時
間
把
握
の
適
正
な
運

用
を
確
認
す
る
ル
ー
ル
の
策
定
、
月
45
時
間

を
超
え
、
か
つ
疲
労
が
蓄
積
し
た
労
働
者
に

対
す
る
医
師
に
よ
る
面
接
指
導
の
実
施
に
取

り
組
み
ま
す
。

ⅱ
）
年
次
有
給
休
暇
の
取
得
促
進

ａ
）
新
規
採
用
時
の
年
休
付
与
日
数
15
日
以
上

を
実
現
し
ま
す
。

ｂ
）
半
日
休
暇
制
度
の
使
用
回
数
制
限
、
使
用

事
由
の
撤
廃
を
実
現
し
ま
す
。

ｃ
）
時
間
単
位
年
休
制
度
の
導
入
を
推
進
し
ま
す
。

ｄ
）
職
場
ご
と
に
各
労
働
者
の
年
休
の
日
数
や

取
得
状
況
等
を
把
握
し
、
適
正
な
要
員
措
置

等
、
取
得
促
進
に
向
け
た
取
り
組
み
を
展
開

し
ま
す
。

ⅲ
）
育
児
や
介
護
と
仕
事
の
両
立
に
向
け
た
環

境
整
備

改
正
育
児
・
介
護
休
業
法
に
つ
い
て
、
周
知

徹
底
と
あ
わ
せ
て
改
正
内
容
が
措
置
さ
れ
て
い

る
か
な
ど
の
点
検
活
動
を
行
う
と
と
も
に
、
以

下
の
課
題
の
是
正
・
解
決
に
取
り
組
み
ま
す
。

ａ
）
育
児
休
業
、
介
護
休
業
、
子
の
看
護
休
暇
、

介
護
休
暇
、
短
時
間
勤
務
、
所
定
外
労
働
の

免
除
の
申
し
出
や
取
得
に
よ
る
人
事
考
課
上

の
不
利
益
取
り
扱
い
を
禁
止
す
る
と
と
も
に
、

昇
給
に
お
け
る
育
児
・
介
護
休
業
期
間
除
外

規
定
お
よ
び
昇
進
・
昇
格
に
お
け
る
欠
格
条

項
の
撤
廃
を
求
め
ま
す
。

ｂ
）
育
児
・
介
護
休
業
法
を
上
回
る
制
度
の
拡

充
を
図
り
ま
す
。
ま
た
、
育
児
・
介
護
休
業

を
希
望
す
る
社
員
誰
も
が
制
度
を
利
用
で
き

る
よ
う
に
す
る
た
め
の
代
替
要
員
の
確
実
な

確
保
と
職
場
環
境
の
整
備
、
育
児
や
介
護
と

仕
事
の
両
立
を
実
現
さ
せ
る
た
め
の
転
勤
に

対
す
る
配
慮
措
置
の
創
設
、
育
児
休
業
終
了

後
の
復
業
時
に
お
け
る
業
務
内
容
・
職
場
の

選
択
肢
の
拡
充
等
を
求
め
ま
す
。

ｃ
）
有
期
契
約
労
働
者
が
制
度
を
取
得
す
る
場

合
の
要
件
の
撤
廃
を
図
り
ま
す
。

ｄ
）
妊
産
婦
保
護
制
度
や
母
性
健
康
管
理
措
置

に
つ
い
て
周
知
さ
れ
て
い
る
か
点
検
す
る
と

と
も
に
、
妊
娠
・
出
産
お
よ
び
制
度
利
用
に
よ
る

不
利
益
取
り
扱
い
の
禁
止
を
徹
底
し
ま
す
。

ｅ
）
女
性
の
就
業
継
続
率
の
向
上
や
男
女
の
ワ
ー

ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
実
現
に
向
け
て
、

出
生
時
育
児
休
業
（
産
後
パ
パ
育
休
）
の
整

備
な
ど
男
性
の
育
児
休
業
取
得
促
進
に
取
り

組
み
ま
す
。
ま
た
、
不
妊
治
療
と
仕
事
の
両

立
の
た
め
、
取
得
理
由
に
不
妊
治
療
を
含
め

た
休
暇
な
ど
（
多
目
的
休
暇
ま
た
は
積
立
休

暇
等
を
含
む
）
の
整
備
に
取
り
組
み
、
「
く

る
み
ん
プ
ラ
ス
」
の
取
得
を
め
ざ
し
ま
す
。

ｆ
）
両
立
支
援
制
度
や
介
護
保
険
制
度
に
関
す

る
情
報
提
供
な
ど
、
仕
事
と
介
護
の
両
立
を

支
援
す
る
た
め
の
相
談
窓
口
の
設
置
を
求
め

ま
す
。

ｇ
）
男
女
の
更
年
期
、
生
理
休
暇
な
ど
、
性
差
に

応
じ
た
健
康
課
題
を
点
検
・
把
握
し
、
健
康
支

援
の
た
め
の
制
度
の
導
入
と
利
用
し
や
す
い

環
境
整
備
に
向
け
た
取
り
組
み
を
進
め
ま
す
。

ｈ
）
事
業
所
内
保
育
施
設
（
認
可
施
設
）
の
設
置

に
継
続
し
て
取
り
組
み
、
新
設
が
難
し
い
場
合
は
、

認
可
保
育
所
と
同
等
の
質
が
確
保
さ
れ
た
企

業
主
導
型
保
育
施
設
の
設
置
を
求
め
ま
す
。

ⅳ
）
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
に
基
づ
く

取
り
組
み
の
推
進

ａ
）
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
推
進
に

向
け
た
労
働
組
合
と
し
て
の
方
針
を
明
確
に

し
た
う
え
で
、
労
使
協
議
を
通
じ
て
、
計
画

期
間
、
目
標
、
実
施
方
法
・
体
制
な
ど
を
確

認
し
、
作
成
し
た
事
業
主
行
動
計
画
の
実
現

を
図
る
こ
と
で
「
ト
ラ
イ
く
る
み
ん
」
「
く

る
み
ん
」
「
プ
ラ
チ
ナ
く
る
み
ん
」
の
取
得

を
め
ざ
し
ま
す
。

ｂ
）
「
ト
ラ
イ
く
る
み
ん
」
「
く
る
み
ん
」
「
プ
ラ
チ

ナ
く
る
み
ん
」
を
取
得
後
の
取
り
組
み
が
後

退
し
て
い
な
い
か
労
使
で
確
認
し
、
計
画
内

容
の
実
効
性
の
維
持
・
向
上
を
図
り
ま
す
。

ⅴ
）
治
療
と
仕
事
の
両
立
の
推
進
に
関
す
る
取

り
組
み

２
０
２
６
年
４
月
か
ら
治
療
と
仕
事
の
両
立

支
援
の
実
施
が
努
力
義
務
化
さ
れ
る
こ
と
を
踏

ま
え
、
疾
病
な
ど
を
抱
え
る
労
働
者
が
働
き
続

け
る
こ
と
が
で
き
る
職
場
環
境
整
備
に
向
け
、

治
療
な
ど
の
た
め
の
柔
軟
な
勤
務
制
度
の
整
備

や
通
院
目
的
の
休
暇
、
疾
病
の
重
症
化
予
防
の

取
り
組
み
を
推
進
す
る
た
め
、
以
下
の
と
お
り

取
り
組
み
ま
す
。

ａ
）
長
期
に
わ
た
る
治
療
が
必
要
な
疾
病
な
ど

を
抱
え
る
労
働
者
か
ら
の
申
出
が
あ
っ
た
場

合
に
円
滑
な
対
応
が
で
き
る
よ
う
、
相
談
窓

口
の
明
確
化
を
図
る
と
と
も
に
、
休
暇
・
休

業
制
度
な
ど
に
つ
い
て
、
労
働
協
約
・
就
業

規
則
な
ど
諸
規
程
の
整
備
を
進
め
ま
す
。

ｂ
）
疾
病
な
ど
を
抱
え
る
労
働
者
の
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
に
配
慮
し
つ
つ
、
当
該
事
業
場
の
上
司

や
同
僚
に
対
し
、
治
療
と
仕
事
の
両
立
支
援

に
つ
い
て
の
理
解
を
促
進
す
る
た
め
の
研
修

を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
周
知
徹
底
を
図
り

ま
す
。

ⅵ
）
社
会
変
容
や
勤
労
観
の
変
化
に
応
じ
た
柔

軟
な
就
労
環
境
の
整
備

ａ
）
泊
ま
り
勤
務
や
夜
間
作
業
を
は
じ
め
と
し

た
特
殊
勤
務
の
縮
減
を
図
り
ま
す
。

ｂ
）
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
や
テ
レ
ワ
ー
ク
に

つ
い
て
は
、
通
信
環
境
や
費
用
負
担
、
労
働

時
間
管
理
の
あ
り
方
な
ど
、
既
に
顕
在
化
し
て
い

る
様
々
な
課
題
の
解
決
を
図
り
つ
つ
、
導
入

拡
大
に
努
め
ま
す
。
（
参
考

：

右
下
囲
み
）

ｃ
）
社
員
教
育
や
研
修
等
に
お
け
る
オ
ン
ラ
イ

ン
シ
ス
テ
ム
等
の
活
用
を
推
進
し
ま
す
。

２
）
高
年
齢
者
雇
用
に
関
す
る
取
り
組
み

労
働
力
人
口
の
減
少
や
急
速
に
進
む
世
代
交

代
の
中
、
Ｊ
Ｒ
産
業
の
発
展
を
支
え
る
人
財
を

継
続
的
に
確
保
し
、
活
躍
で
き
る
環
境
整
備
を

図
る
こ
と
が
喫
緊
の
重
要
課
題
で
あ
り
、
そ
う

し
た
観
点
か
ら
、
高
年
齢
者
の
労
働
条
件
改
善

に
向
け
て
、
以
下
の
と
お
り
取
り
組
み
ま
す
。

ⅰ
）
55
歳
以
降
の
基
本
給
調
整
率
の
撤
廃
を
は

じ
め
と
し
た
大
幅
な
賃
金
ダ
ウ
ン
の
解
消
を

図
り
ま
す
。

ⅱ
）
生
涯
獲
得
賃
金
の
さ
ら
な
る
引
き
上
げ
を

目
的
と
し
た
退
職
手
当
の
改
善
に
取
り
組
み
、

第
二
基
本
給
の
縮
小
・
廃
止
を
は
じ
め
と
す

る
要
求
を
行
い
ま
す
。

ⅲ
）
60
歳
以
降
の
雇
用
お
よ
び
処
遇
に
つ
い
て

は
、
希
望
者
全
員
が
や
り
が
い
を
持
ち
、
健

康
で
安
心
・
安
全
に
働
く
こ
と
が
で
き
る
環

境
を
整
備
す
る
た
め
、
２
０
２
５
年
４
月
に

実
施
さ
れ
た
高
年
齢
者
雇
用
継
続
給
付
の
給

付
率
引
き
下
げ
（
15
％
↓
10
％
）
も
踏
ま

え
、
連
合
方
針
に
基
づ
き
取
り
組
み
ま
す
。

ａ
）
基
本
的
な
考
え
方

〈
60
歳
～
65
歳
ま
で
の
雇
用
確
保
の
あ
り
方
〉

・
65
歳
ま
で
の
雇
用
確
保
は
、
希
望
者
全
員
が

安
定
雇
用
で
働
き
続
け
る
こ
と
が
で
き
、
雇

用
と
年
金
の
接
続
を
確
実
に
行
う
観
点
か
ら
、

定
年
引
き
上
げ
を
基
軸
に
取
り
組
み
ま
す
。

・
な
お
、
継
続
雇
用
制
度
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、

実
質
的
に
定
年
延
長
と
同
様
の
効
果
が
得
ら

れ
る
よ
う
、
65
歳
ま
で
の
雇
用
が
確
実
に
継

続
す
る
制
度
と
な
る
よ
う
取
り
組
み
ま
す
。

あ
わ
せ
て
、
将
来
的
な
65
歳
へ
の
定
年
延
長

に
向
け
た
検
討
を
行
い
ま
す
。

〈
65
歳
以
降
の
雇
用
（
就
労
）
確
保
の
あ
り
方
〉

・
65
歳
以
降
の
就
労
希
望
者
に
対
す
る
雇
用
・

就
労
機
会
の
提
供
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し

て
希
望
者
全
員
が
「
雇
用
さ
れ
て
就
労
」
で

き
る
よ
う
に
取
り
組
み
ま
す
。

・
高
齢
期
に
お
い
て
は
、
労
働
者
の
体
力
・
健

康
状
態
そ
の
他
の
本
人
を
取
り
巻
く
環
境
が

よ
り
多
様
と
な
る
た
め
、
個
々
の
労
働
者
の

意
思
が
反
映
さ
れ
る
よ
う
、
働
き
方
の
選
択

肢
を
整
備
し
ま
す
。

〈
高
齢
期
に
お
け
る
処
遇
の
あ
り
方
〉

・
年
齢
に
か
か
わ
り
な
く
高
い
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ

ン
を
も
っ
て
働
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
働
き
の

価
値
に
ふ
さ
わ
し
い
処
遇
を
確
立
し
ま
す
。

・
同
一
労
働
同
一
賃
金
の
法
規
定
対
応
の
確
実

な
実
施
（
通
常
の
労
働
者
と
定
年
後
継
続
雇

用
労
働
者
を
は
じ
め
と
す
る
60
歳
以
降
の
短

時
間
・
有
期
雇
用
で
働
く
労
働
者
と
の
間
の

不
合
理
な
待
遇
差
の
是
正
）
に
取
り
組
み
ま
す
。

ｂ
）
高
年
齢
者
が
安
心
し
て
安
全
に
働
け
る
職

場
環
境
づ
く
り

・
健
康
診
断
等
に
お
け
る
健
康
や
体
力
の
状
況

を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
伴
う
担
当

業
務
の
マ
ッ
チ
ン
グ
を
実
施
し
ま
す
。

・
高
齢
者
の
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
た
労
働
時
間
を

は
じ
め
と
す
る
勤
務
条
件
の
改
善
や
、
基
礎

疾
患
を
抱
え
る
労
働
者
な
ど
の
健
康
管
理
の

充
実
を
推
進
し
ま
す
。

・
高
齢
化
に
伴
い
増
加
が
み
ら
れ
る
転
倒
や
腰

痛
災
害
等
に
対
す
る
配
慮
と
高
年
齢
者
の
特
性
を

考
慮
し
た
職
場
環
境
改
善
に
取
り
組
み
ま
す
。

・
労
働
災
害
防
止
の
観
点
か
ら
、
高
齢
者
に
限

定
せ
ず
広
く
労
働
者
の
身
体
機
能
等
の
向
上

に
向
け
た
「
健
康
づ
く
り
」
の
推
進
と
安
全

衛
生
教
育
を
充
実
し
ま
す
。

３
）
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
・
多
様
性
の
推
進
に
関

す
る
取
り
組
み

多
様
性
が
尊
重
さ
れ
る
社
会
の
実
現
に
向
け

て
、
性
別
を
は
じ
め
年
齢
、
国
籍
、
障
が
い
の

有
無
、
就
労
形
態
な
ど
、
様
々
な
人
々
が
お
互

い
を
認
め
合
い
、
や
り
が
い
を
持
っ
て
、
と
も

に
働
き
続
け
ら
れ
る
職
場
を
実
現
す
る
た
め
、

あ
ら
ゆ
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
や
差
別
禁
止
に

取
り
組
み
ま
す
。

ⅰ
）
女
性
活
躍
推
進
法

女
性
活
躍
推
進
法
の
改
正
に
よ
り
、
２
０
２

６
年
４
月
以
降
、
常
時
雇
用
す
る
労
働
者
の
数

が
１
０
１
人
以
上
の
企
業
に
「
男
女
間
賃
金
差

異
」
「
女
性
管
理
職
比
率
」
の
状
況
把
握
・
分

析
、
公
表
が
義
務
づ
け
ら
れ
ま
す
。
女
性
活
躍

推
進
法
に
基
づ
く
事
業
主
行
動
計
画
策
定
指
針

に
お
い
て
、
「
男
女
の
賃
金
の
差
異
」
の
積
極

的
な
把
握
が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
踏
ま
え
、

企
業
規
模
に
関
わ
ら
ず
男
女
の
賃
金
実
態
の
把

握
・
分
析
を
行
う
と
と
も
に
、
問
題
点
の
改
善

と
格
差
是
正
に
向
け
た
取
り
組
み
を
進
め
ま
す
。

ａ
）
企
業
規
模
に
関
わ
ら
ず
、
す
べ
て
の
職
場

に
お
い
て
女
性
活
躍
推
進
法
に
も
と
づ
く
「
事

業
主
行
動
計
画
」
の
策
定
を
事
業
主
に
働
き

か
け
る
と
と
も
に
、
内
容
の
検
討
に
あ
た
っ

て
は
労
使
で
取
り
組
む
こ
と
と
し
ま
す
。
そ

の
際
、
職
場
の
女
性
活
躍
に
関
す
る
状
況
の

把
握
・
分
析
を
十
分
に
行
い
、
目
標
や
必
要

な
取
り
組
み
内
容
を
設
定
し
ま
す
。

ｂ
）
職
場
の
女
性
活
躍
に
関
す
る
状
況
の
把
握
・

分
析
に
あ
た
っ
て
は
、
賃
金
デ
ー
タ
に
も
と
づ
い

て
男
女
別
の
賃
金
分
布
を
「
見
え
る
化
」
（
賃
金

プ
ロ
ッ
ト
な
ど
）
し
、
賃
金
格
差
に
つ
な
が

る
要
因
を
分
析
す
る
こ
と
と
し
ま
す
。
分
析

に
よ
り
、
仕
事
の
配
置
・
配
分
、
教
育
・
人

財
育
成
に
お
け
る
男
女
の
偏
り
な
ど
の
課
題

を
把
握
し
た
場
合
に
は
、
積
極
的
な
差
別
是

正
措
置
（
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
）
に

よ
り
改
善
を
図
り
ま
す
。

ｃ
）
「
男
女
の
賃
金
の
差
異
」
の
情
報
公
表
に

あ
た
っ
て
は
、
事
業
主
に
対
し
、
「
説
明
欄
」
に

賃
金
の
差
異
の
要
因
や
是
正
に
向
け
た
取
り

組
み
の
記
載
を
促
す
こ
と
と
し
ま
す
。
ま
た
、

「
女
性
管
理
職
比
率
」
の
情
報
公
表
に
あ
た
っ
て

は
、
「
説
明
欄
」
に
男
女
別
管
理
職
登
用
比

率
な
ど
の
記
載
を
促
し
、
「
男
女
の
賃
金
の

差
異
」
の
是
正
、
「
女
性
管
理
職
比
率
」
の

向
上
に
向
け
て
労
使
で
取
り
組
み
ま
す
。

ｄ
）
事
業
主
行
動
計
画
が
着
実
に
進
展
し
て
い

る
か
、
労
働
組
合
と
し
てPlan

（
計
画
）
・

Do

（
実
行
）
・Check

（
評
価
）
・Action

（
改
善
）
に
積
極
的
に
関
与
し
ま
す
。

ｅ
）
生
活
関
連
手
当
（
福
利
厚
生
、
家
族
手
当

な
ど
）
の
支
給
に
お
け
る
住
民
票
上
の
「
世

帯
主
」
要
件
は
実
質
的
な
間
接
差
別
に
あ
た

り
、
ま
た
、
女
性
の
み
に
住
民
票
な
ど
の
証

明
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
は
男
女
雇
用

機
会
均
等
法
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
た
め
、
「
世

帯
主
要
件
」
や
女
性
の
み
に
証
明
書
類
を
提

出
さ
せ
る
こ
と
の
廃
止
を
求
め
ま
す
。

ｆ
）
一
般
職
・
総
合
職
な
ど
の
雇
用
管
理
区
分

が
あ
る
企
業
に
お
い
て
、
各
区
分
に
性
別
の

偏
り
が
あ
り
、
区
分
ご
と
に
手
当
の
種
類
や

金
額
が
異
な
る
場
合
、
そ
の
差
を
合
理
的
に

説
明
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
間
接
差
別
に

あ
た
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、

手
当
な
ど
の
実
態
を
点
検
し
、
必
要
に
応
じ

て
是
正
を
求
め
ま
す
。

ⅱ
）
あ
ら
ゆ
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
と
差
別
禁

止
に
関
す
る
取
り
組
み

ａ
）
労
働
施
策
総
合
推
進
法
を
は
じ
め
と
す
る

改
正
法
の
施
行
を
見
据
え
、
改
正
労
働
施
策

総
合
推
進
法
、
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
で
定

め
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
強
化
の
法
改
正
の

内
容
が
、
労
働
協
約
・
就
業
規
則
な
ど
の
規

定
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
、
事
業
主
が
雇
用
管

理
上
講
ず
べ
き
措
置
（
防
止
措
置
）
や
配
慮

（
望
ま
し
い
取
り
組
み
）
に
つ
い
て
労
使
協

議
を
行
い
ま
す
。

ｂ
）
同
性
間
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
も
含
め
た
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
、
マ
タ
ニ
テ
ィ
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
パ
タ
ニ

テ
ィ
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
ケ
ア
（
育
児
・
介
護
）
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
措
置
の
実
効
性
が
担
保

さ
れ
て
い
る
か
検
証
し
ま
す
。
ま
た
、
パ
ワ
ー

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
や
カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
含

め
て
、
あ
ら
ゆ
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
一
元
的
に

防
止
す
る
取
り
組
み
を
事
業
主
に
求
め
ま
す
。

ｃ
）
性
的
指
向
・
性
自
認
（
Ｓ
Ｏ
Ｇ
Ｉ
）
に
関

す
る
差
別
の
禁
止
、
望
ま
ぬ
暴
露
で
あ
る
い

わ
ゆ
る
ア
ウ
テ
ィ
ン
グ
並
び
に
カ
ミ
ン
グ
ア

ウ
ト
の
強
制
の
防
止
を
は
じ
め
と
す
る
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
対
策
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
に
取

り
組
む
と
と
も
に
、
就
業
環
境
の
改
善
を
進

め
ま
す
。
あ
わ
せ
て
、
差
別
撤
廃
の
観
点
か

ら
、
同
性
パ
ー
ト
ナ
ー
に
対
す
る
生
活
関
連

手
当
の
支
給
を
は
じ
め
と
す
る
福
利
厚
生
の

適
用
を
求
め
ま
す
。
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⑷

総
合
生
活
改
善
（
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・

バ
ラ
ン
ス
実
現
）
お
よ
び
政
策
・
制
度

に
関
す
る
要
求
に
つ
い
て

《テレワーク導入に向けた連合の考え方》

１）テレワークは、重要な労働条件である
「勤務場所の変更」にあたるため、「テ
レワーク導入に向けた労働組合の取り組
み方針」の「具体的な取り組みのポイン
ト」を参考に実施の目的、対象者、実施
の手続き労働諸条件の変更事項などにつ
いて労使協議を行い、労使協定を締結し
たうえで就業規則に規定する。その際、
情報セキュリティ対策や費用負担のルー
ルなどについても規定する。なお、テレ
ワークの導入・実施にあたっては、法律
上禁止された差別等に当たる取り扱いを
してはならないことにも留意する。
２）テレワークにも労働基準関係法令が適用さ
れるため、深夜労働の抑制も含め、適切
な労働時間管理を軸とする長時間労働の
未然防止策と作業環境管理や健康管理を
適切に行うための方策をあらかじめ労使
で検討する。
３）テレワークの運用にあたっては、定期
的な社内モニタリング調査や国のガイド
ラインの見直しなども踏まえ、適宜・適
切に労使協議で必要な改善を行う。



ｄ
）
各
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
対
策
指
針
が
定
め
る

雇
用
管
理
上
の
措
置
（
防
止
措
置
）
が
す
べ

て
実
施
さ
れ
て
い
る
か
点
検
す
る
と
と
も
に
、

と
り
わ
け
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
行
為
者
に
対
す
る

厳
正
な
対
処
が
行
わ
れ
る
よ
う
、
諸
規
定
を

検
証
し
ま
す
。

ｅ
）
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
や
性

暴
力
に
よ
る
被
害
者
を
対
象
と
し
た
、
相
談
支

援
機
関
と
の
連
携
強
化
を
含
め
た
職
場
の
相

談
体
制
の
整
備
や
休
暇
制
度
の
創
設
な
ど
、
職

場
に
お
け
る
支
援
の
た
め
の
環
境
整
備
を
進

め
ま
す
。

４
）
有
期
・
短
時
間
・
契
約
等
労
働
者
に
関
す

る
取
り
組
み

ⅰ
）
雇
用
安
定
に
向
け
た
取
り
組
み

ａ
）
正
社
員
へ
の
転
換
ル
ー
ル
・
制
度
を
整
備

し
、
ま
た
制
度
の
運
用
状
況
の
点
検
を
通
じ

て
、
正
社
員
化
を
希
望
す
る
者
の
雇
用
安
定

の
促
進
に
取
り
組
み
ま
す
。

ｂ
）
無
期
転
換
ル
ー
ル
の
周
知
徹
底
や
、
労
働

時
間
明
示
ル
ー
ル
（
更
新
上
限
の
有
無
・
内

容
、
無
期
転
換
申
込
機
会
お
よ
び
転
換
後
の

労
働
条
件
の
明
示
義
務
化
な
ど
）
の
確
認
、

無
期
転
換
の
回
避
を
目
的
と
し
た
安
易
な
雇

止
め
な
ど
は
生
じ
て
い
な
い
か
の
確
認
と
と

も
に
、
通
算
期
間
５
年
経
過
前
の
無
期
転
換

や
正
社
員
転
換
の
促
進
を
進
め
ま
す
。

ⅱ
）
均
等
待
遇
実
現
に
向
け
た
取
り
組
み

同
一
労
働
同
一
賃
金
に
関
す
る
法
規
定
の
職

場
へ
の
周
知
と
待
遇
の
総
点
検
を
行
い
、
労
働

組
合
へ
の
加
入
の
有
無
を
問
わ
ず
、
有
期
・
短

時
間
・
派
遣
労
働
者
の
均
等
・
均
衡
待
遇

実
現
に
向
け
て
、
以
下
の
と
お
り
取
り
組
み

ま
す
。

ａ
）
有
期
・
短
時
間
労
働
者
に
関
す
る
取
り
組
み

・
正
規
雇
用
労
働
者
と
有
期
・
短
時
間
労
働
者

の
労
働
条
件
・
待
遇
差
の
確
認

・
待
遇
差
が
あ
る
場
合
は
、
賃
金
・
一
時
金
や

各
種
手
当
等
、
個
々
の
労
働
条
件
・
待
遇
ご

と
に
、
そ
の
目
的
・
性
質
に
照
ら
し
て
、
正

規
雇
用
労
働
者
と
の
待
遇
差
が
不
合
理
と
な
っ

て
い
な
い
か
を
確
認

・
不
合
理
な
待
遇
差
が
あ
る
場
合
は
、
待
遇
差

を
是
正

・
有
期
・
短
時
間
労
働
者
の
組
合
加
入
と
そ
の

声
を
踏
ま
え
た
労
使
協
議
の
実
施

・
有
期
・
短
時
間
労
働
者
に
対
す
る
フ
ル
タ
イ

ム
労
働
者
と
の
待
遇
差
の
説
明
の
ル
ー
ル
化

ｂ
）
派
遣
労
働
者
に
関
す
る
取
り
組
み

・
正
規
雇
用
労
働
者
と
派
遣
労
働
者
の
労
働
条

件
・
待
遇
差
の
確
認

・
派
遣
先
均
等
・
均
衡
待
遇
が
可
能
な
水
準
で

の
派
遣
料
金
設
定
や
派
遣
元
へ
の
待
遇
情
報

の
提
供
な
ど
、
事
業
主
に
対
す
る
必
要
な
対
応

・
食
堂
・
休
憩
室
・
更
衣
室
な
ど
の
福
利
厚
生

施
設
に
つ
い
て
、
派
遣
労
働
者
に
不
利
な
利

用
条
件
な
ど
が
設
定
さ
れ
て
い
る
場
合
は
是

正

５
）
ワ
ー
ク
ル
ー
ル
の
取
り
組
み

ⅰ
）
改
正
労
働
基
準
法
に
関
す
る
取
り
組
み

時
間
外
労
働
の
上
限
規
制
を
含
む
労
働
基
準

法
等
の
職
場
へ
の
定
着
を
図
る
た
め
、
①
３
６

協
定
の
締
結
・
点
検
・
見
直
し
（
限
度
時
間
を

原
則
と
し
た
締
結
、
休
日
労
働
の
抑
制
、
過
半

数
労
働
組
合
・
過
半
数
代
表
者
の
チ
ェ
ッ
ク
等
）

お
よ
び
締
結
に
際
し
て
の
業
務
量
の
棚
卸
し
や

人
員
体
制
の
見
直
し
、
②
す
べ
て
の
労
働
者
を

対
象
と
し
た
労
働
時
間
の
客
観
的
な
把
握
と
適

正
な
管
理
の
徹
底
、
③
年
次
有
給
休
暇
の
１
０

０
％
取
得
に
向
け
た
計
画
的
付
与
の
導
入
等
の

労
使
協
議
の
実
施
お
よ
び
事
業
場
外
み
な
し
や

裁
量
労
働
制
の
適
正
な
運
用
に
向
け
た
取
り
組

み
（
労
使
協
定
・
労
使
委
員
会
、
健
康
・
福
祉

確
保
措
置
の
実
施
状
況
、
労
働
時
間
の
状
況
の

点
検
）
の
徹
底
を
図
り
ま
す
。

ⅱ
）
障
が
い
者
雇
用
に
関
す
る
取
り
組
み

ａ
）
障
害
者
雇
用
促
進
法
に
基
づ
く
法
定
雇
用

率
が
、
２
０
２
６
年
７
月
か
ら
２
・
７
％
に

引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
障
が
い

者
が
安
心
し
て
働
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

障
害
者
雇
用
率
の
達
成
と
と
も
に
、
各
種
助

成
金
等
の
活
用
を
含
め
、
職
場
に
お
け
る
障

が
い
者
の
個
別
性
に
配
慮
し
た
雇
用
環
境
の

整
備
に
取
り
組
み
ま
す
。

ｂ
）
事
業
者
の
責
務
で
あ
る
「
障
が
い
者
で
あ
る

こ
と
を
理
由
と
し
た
不
当
な
差
別
的
取
り
扱

い
の
禁
止
」
「
合
理
的
配
慮
の
提
供
義
務
」
「
相

談
体
制
の
整
備
・
苦
情
処
理
お
よ
び
紛
争
解

決
の
援
助
」
に
つ
い
て
、
労
働
協
約
・
就
業
規
則

の
チ
ェ
ッ
ク
や
見
直
し
に
取
り
組
み
ま
す
。

ｃ
）
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
た
在
宅
勤
務
や
短
時
間

勤
務
な
ど
、
障
が
い
特
性
等
に
配
慮
し
た
働

き
方
の
選
択
肢
を
増
や
し
、
就
労
拡
充
・
職

域
拡
大
を
図
り
ま
す
。

ｄ
）
雇
用
の
安
定
や
キ
ャ
リ
ア
形
成
の
促
進
を

図
る
こ
と
を
目
的
に
、
能
力
開
発
の
機
会
を

確
保
す
る
よ
う
取
り
組
み
ま
す
。

Ｊ
Ｒ
各
社
は
、
鉄
道
事
業
を
基
幹
事
業
と
し

つ
つ
も
、
鉄
道
事
業
と
の
相
乗
効
果
や
社
有
地

の
有
効
活
用
等
に
よ
る
収
益
拡
大
、
グ
ル
ー
プ

総
合
力
強
化
を
目
的
に
、
駅
ビ
ル
・
不
動
産
・

外
食
・
ホ
テ
ル
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
事
業
展
開

を
見
せ
、
多
く
の
グ
ル
ー
プ
会
社
が
設
立
さ
れ

ま
し
た
。
加
え
て
、
鉄
道
事
業
に
関
す
る
多
く

の
業
務
を
グ
ル
ー
プ
会
社
へ
移
管
し
、
当
初
は

高
年
齢
者
の
雇
用
の
受
け
皿
と
し
て
の
機
能
を

果
た
し
て
い
た
も
の
の
、
Ｊ
Ｒ
各
社
の
要
員
需

給
が
逼
迫
し
て
い
る
現
在
で
は
、
プ
ロ
パ
ー
社

員
が
グ
ル
ー
プ
会
社
の
中
心
的
役
割
を
担
い
活

躍
し
て
い
ま
す
。
Ｊ
Ｒ
の
社
会
的
責
任
で
あ
る

安
全
・
安
定
輸
送
や
良
質
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

を
通
じ
た
産
業
の
持
続
的
な
発
展
は
、
グ
ル
ー

プ
会
社
で
働
く
仲
間
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い

ま
す
。

一
方
で
、
Ｊ
Ｒ
各
社
と
グ
ル
ー
プ
会
社
、
協
力
会

社
等
の
労
働
条
件
を
比
較
す
る
と
、
そ
こ
に
は

格
差
が
存
在
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
グ
ル
ー
プ
会

社
や
協
力
会
社
等
に
お
い
て
も
離
職
が
進
行
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
傾
向
が
続
け
ば
人
財

や
産
業
が
劣
化
し
て
い
く
危
険
性
を
孕
ん
で
い

ま
す
。

連
合
は
、
２
０
２
６
春
季
生
活
闘
争
方
針
に

お
い
て
、
「
働
く
こ
と
を
軸
と
す
る
安
心
社
会
」

に
向
け
、
格
差
是
正
と
分
配
構
造
の
転
換
に
取

り
組
み
、
２
０
２
６
年
１
月
１
日
施
行
の
中
小

受
託
取
引
適
正
化
法
な
ど
も
踏
ま
え
、
公
共
サ
ー

ビ
ス
分
野
も
含
め
た
適
切
な
価
格
転
嫁
・
適
正

取
引
を
徹
底
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
そ
し

て
、
生
活
者
・
労
働
者
の
立
場
か
ら
も
「
良
い

モ
ノ
、
良
い
サ
ー
ビ
ス
に
は
値
が
つ
く
」
と
い

う
意
識
を
持
ち
、
製
品
・
サ
ー
ビ
ス
と
労
働
の

価
値
を
高
め
認
め
合
い
、
取
引
先
や
地
域
社
会

な
ど
も
含
め
た
幅
広
い
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
と

の
共
存
共
栄
を
め
ざ
す
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

Ｊ
Ｒ
産
業
に
お
い
て
も
、
Ｊ
Ｒ
各
社
と
グ
ル
ー

プ
会
社
、
そ
し
て
、
グ
ル
ー
プ
会
社
と
協
力
会

社
な
ど
の
分
配
構
造
に
着
目
し
、
歪
み
が
あ
れ

ば
そ
の
是
正
に
取
り
組
む
こ
と
と
し
ま
す
。

第
一
義
的
に
は
、
生
産
性
三
原
則
に
基
づ
い

て
、
Ｊ
Ｒ
各
社
と
グ
ル
ー
プ
会
社
に
お
け
る
分

配
構
造
に
歪
み
が
な
い
か
、
さ
ら
に
は
企
業
内

に
お
け
る
様
々
な
雇
用
形
態
に
お
い
て
分
配
構

造
に
歪
み
が
な
い
か
等
を
点
検
し
、
そ
う
い
っ

た
歪
み
が
あ
れ
ば
労
使
協
議
を
通
じ
て
そ
の
是

正
を
図
る
こ
と
と
し
ま
す
。
そ
の
際
、
「
労
務

費
の
適
切
な
転
嫁
の
た
め
の
価
格
交
渉
に
関
す

る
指
針
」
に
基
づ
く
対
応
や
、
「
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
構
築
宣
言
」
の
理
解
促
進
や
普
及
拡
大
、

「
中
小
受
託
取
引
適
正
化
法
」
の
周
知
徹

底
を
強
く
意
識
し
た
対
応
を
す
る
こ
と
と
し
、

そ
の
う
え
で
、
協
力
会
社
等
も
含
め
て
同
様
の

観
点
か
ら
の
取
り
組
み
を
積
み
重
ね
る
こ

と
で
、
Ｊ
Ｒ
グ
ル
ー
プ
全
体
で
生
み
出
し
た

付
加
価
値
の
適
正
分
配
を
通
じ
た
、
Ｊ
Ｒ
産
業

に
集
う
す
べ
て
の
仲
間
の
労
働
条
件
の
「
底
上

げ
」
「
底
支
え
」
と
Ｊ
Ｒ
グ
ル
ー
プ
内
に
お
け

る
企
業
規
模
間
の
「
格
差
是
正
」
を
図
る
こ
と

と
し
ま
す
。

組
織
拡
大
は
通
年
の
取
り
組
み
で
す
が
、
加

盟
単
組
は
春
季
生
活
闘
争
の
機
会
を
捉
ま
え
、

職
場
討
議
や
労
使
交
渉
を
活
用
し
、
職
場
に
お

け
る
過
半
数
維
持
や
組
織
拡
大
に
転
じ
る
取
り

組
み
を
強
化
し
ま
す
。

２
０
２
６
春
季
生
活
闘
争
を
通
じ
、
「
労
働

協
約
」
（
「
労
働
協
約
」
に
代
わ
る
覚
書
や
組

合
規
約
な
ど
）
の
組
合
員
の
範
囲
の
見
直
し
に

取
り
組
み
、
さ
ら
な
る
組
織
拡
大
と
健
全
な
労

使
関
係
・
労
使
交
渉
を
進
め
ま
す
。
加
え
て
、

組
織
内
外
へ
労
働
組
合
の
存
在
意
義
を
高
め
る

と
と
も
に
、
未
組
織
企
業
の
組
織
化
に
つ
な
げ

る
な
ど
、
２
０
２
６
春
季
生
活
闘
争
を
起
点
に
、

以
下
の
と
お
り
取
り
組
み
ま
す
。

１
）
２
０
２
６
春
季
生
活
闘
争
の
機
会
を
と
ら

え
て
、
労
働
組
合
の
存
在
意
義
を
組
織
内
外

へ
周
知
す
る
と
と
も
に
、
組
織
拡
大
の
取
り

組
み
を
積
極
的
に
進
め
ま
す
。

２
）
事
業
場
単
位
で
の
過
半
数
要
件
を
満
た
し

て
い
る
か
、
徹
底
し
た
確
認
を
行
う
と
と
も

に
、
過
半
数
に
満
た
し
て
い
な
い
組
織
へ
の

過
半
数
代
表
制
の
適
切
な
運
用
確
認
は
も
と

よ
り
、
組
織
拡
大
に
つ
な
げ
る
対
策
を
講
じ

ま
す
。

３
）
す
べ
て
の
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
、
処
遇

改
善
、
労
働
条
件
の
向
上
、
働
き
方
の
改
善

に
向
け
て
は
、
非
組
合
員
の
組
織
化
、
非
正

規
雇
用
で
働
く
労
働
者
の
組
織
化
や
正
社
員

化
、
定
年
延
長
制
度
導
入
、
定
年
再
雇
用
者

の
組
織
化
を
め
ざ
し
、
組
織
力
強
化
・
交
渉

力
強
化
に
つ
な
げ
ま
す
。

４
）
具
体
的
な
取
り
組
み
と
し
て
、
加
盟
組
合

は
、
「
労
働
協
約
」
（
「
労
働
協
約
」
に
代

わ
る
覚
書
や
組
合
規
約
な
ど
）
の
組
合
員
の

範
囲
を
確
認
し
、
現
状
と
そ
ぐ
わ
な
い
場
合

は
、
雇
用
形
態
に
関
わ
ら
ず
拡
大
に
向
け
た

改
定
交
渉
を
行
い
ま
す
。
そ
の
際
、
労
働
協

約
の
有
効
期
限
（
超
過
し
て
い
な
い
か
）
、

直
近
の
法
改
正
等
も
確
認
し
、
同
様
の
対
応

を
行
い
ま
す
。

５
）
こ
れ
ら
の
取
り
組
み
を
進
め
る
に
あ
た
っ

て
は
、
連
合
「
組
織
拡
大
・
強
化
取
り
組
み

状
況
調
査
」
や
各
組
織
が
実
施
し
た
調
査
結

果
を
踏
ま
え
、
す
べ
て
の
加
盟
単
組
に
対
し

て
、
集
団
的
労
使
関
係
、
組
織
拡
大
の
意
義

を
浸
透
さ
せ
る
取
り
組
み
を
行
い
ま
す
。

①

方
針
決
定

第
38
回
中
央
委
員
会
で
決
定
し
ま
す
。

②

要
求
書
提
出

１
）
Ｊ
Ｒ
各
単
組
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
関
手
続

き
を
経
た
後
、
速
や
か
に
要
求
書
を
提
出
す

る
こ
と
と
し
、
提
出
期
限
は
２
月
10
日
ま
で

と
し
ま
す
。

２
）
グ
ル
ー
プ
労
組
は
、
十
分
な
交
渉
期
間
を

確
保
す
る
観
点
か
ら
、
Ｊ
Ｒ
グ
ル
ー
プ
労
組

連
絡
会
が
主
催
す
る
「
２
０
２
６
春
闘
総
決

起
集
会
」
以
降
、
速
や
か
に
要
求
書
を
提
出

す
る
こ
と
と
し
、
具
体
的
な
提
出
期
間
は
２

月
11
日
か
ら
２
月
28
日
ま
で
の
間
と
し
ま
す
。

③
交
渉

Ｊ
Ｒ
各
単
組
は
、
次
項
に
設
定
す
る
ヤ
マ
場

で
の
回
答
引
き
出
し
に
向
け
、
精
力
的
に
交
渉

に
臨
む
こ
と
と
し
ま
す
。
ま
た
、
グ
ル
ー
プ
労

組
は
、
エ
リ
ア
連
合
と
連
携
し
て
精
力
的
な
交

渉
を
展
開
す
る
こ
と
と
し
ま
す
。

④

ヤ
マ
場
と
回
答
指
定
日

Ｊ
Ｒ
連
合
加
盟
単
組
は
、
連
合
や
交
運
労
協

と
と
も
に
創
り
あ
げ
る
「
賃
上
げ
に
向
け
た
社

会
機
運
の
醸
成
」
「
ヤ
マ
場
に
向
け
た
相
場
形

成
」
に
寄
与
す
る
た
め
、
連
合
が
設
定
す
る
回

答
ゾ
ー
ン
で
の
回
答
・
妥
結
を
め
ざ
し
ま
す
。

Ｊ
Ｒ
７
単
組
は
、
先
行
組
合
回
答
ゾ
ー
ン

（
３
月
16
日
～
19
日
）
で
の
回
答
引
き
出
し
に

向
け
て
取
り
組
み
ま
す
。
な
お
、
可
能
な
限
り

ヤ
マ
場
（
３
月
17
日
～
19
日
）
へ
の
集
中
を
め

ざ
す
た
め
、
ヤ
マ
場
前
に
春
闘
代
表
者
会
議
を

開
催
し
、
妥
結
に
向
け
た
意
思
統
一
を
図
り
ま

す
。グ

ル
ー
プ
労
組
は
、
連
合
が
設
定
し
た
３
月

月
内
決
着
回
答
ゾ
ー
ン
（
３
月
20
日
～
31
日
）

ま
で
の
回
答
引
き
出
し
に
向
け
て
取
り
組
む
こ

と
と
し
、
妥
結
に
つ
い
て
は
原
則
年
度
内
、
遅

く
と
も
４
月
中
の
決
着
を
め
ざ
し
ま
す
。

⑤
賃
金
諸
元
の
開
示

連
合
方
針
に
基
づ
き
、
ヤ
マ
場
に
向
け
た
相

場
形
成
の
一
翼
を
担
う
立
場
か
ら
、
連
合
（
共

闘
連
絡
会
議
）
の
求
め
に
応
じ
て
平
均
基
準
内

賃
金
や
定
期
昇
給
相
当
額
（
賃
金
カ
ー
ブ
維
持

相
当
分
）
な
ど
の
賃
金
諸
元
を
開
示
・
報
告
し

ま
す
。
な
お
、
諸
元
が
確
定
し
な
い
場
合
な
ど

は
、
前
年
実
績
や
想
定
値
な
ど
に
よ
る
算
出
を

検
討
し
ま
す
。

①
Ｊ
Ｒ
７
単
組
・
グ
ル
ー
プ
労
組
共
通
の
取

り
組
み

１
）
安
全
衛
生
・
政
策
活
動
と
の
連
携
・
強
化

ⅰ
）
最
重
要
課
題
で
あ
る
安
全
の
確
立
に
向
け

た
取
り
組
み
を
強
化
す
る
と
同
時
に
、
安
全

衛
生
委
員
会
な
ど
の
活
性
化
を
図
り
ま
す
。

ⅱ
）
春
季
生
活
闘
争
の
取
り
組
み
に
あ
わ
せ
、

Ｊ
Ｒ
産
業
に
関
わ
る
政
策
課
題
の
解
決
に
向

け
た
取
り
組
み
を
強
化
し
ま
す
。

２
）
組
織
強
化
・
拡
大
と
労
働
組
合
の
求
心
力

向
上

ⅰ
）
春
季
生
活
闘
争
の
機
会
を
と
ら
え
て
職
場

討
議
や
労
使
交
渉
を
活
用
し
、
労
働
組
合
の

存
在
意
義
を
高
め
る
と
と
も
に
、
組
織
拡
大

の
取
り
組
み
を
積
極
的
に
進
め
ま
す
。

ⅱ
）
事
業
場
単
位
で
の
過
半
数
要
件
を
満
た
し

て
い
る
か
確
認
を
行
い
、
過
半
数
を
満
た
し

て
い
な
い
組
織
へ
の
過
半
数
代
表
制
の
適
切

な
運
用
確
認
・
指
導
を
行
う
と
と
も
に
、
組

織
拡
大
に
つ
な
げ
る
対
策
を
講
じ
ま
す
。

３
）
広
報
活
動
に
つ
い
て

加
盟
単
組
の
妥
結
内
容
等
に
つ
い
て
は
「
Ｊ

Ｒ
連
合
Ｎ
Ｅ
Ｗ
Ｓ
～
２
０
２
６
春
闘
速
報
～
」

を
発
行
し
、
Ｊ
Ｒ
連
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載

す
る
な
ど
、
タ
イ
ム
リ
ー
な
情
報
発
信
に
努
め

ま
す
。

４
）
各
地
協
・
都
府
県
協
・
エ
リ
ア
連
合
・
単

組
に
お
け
る
全
組
合
員
参
画
の
運
動
の
強
化

ⅰ
）
２
０
２
６
春
季
生
活
闘
争
に
お
け
る
社
会

的
課
題
の
周
知
を
は
じ
め
、
全
組
合
員
で
の

課
題
認
識
の
共
有
化
な
ど
、
各
単
組
の
あ
ら

ゆ
る
取
り
組
み
を
強
化
し
ま
す
。

ⅱ
）
組
合
員
の
闘
争
方
針
の
理
解
促
進
と
参
画

意
識
を
高
め
、
産
別
・
単
組
の
求
心
力
を
高

め
る
た
め
に
、
運
動
と
し
て
の
春
季
生
活
闘

争
を
強
化
し
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
Ｊ
Ｒ
連

合
各
地
協
・
都
府
県
協
・
エ
リ
ア
連
合
・
単

組
の
決
起
集
会
や
、
討
議
資
料
を
活
用
し
た

学
習
会
の
開
催
な
ど
、
創
意
工
夫
を
凝
ら
し

た
取
り
組
み
を
展
開
し
ま
す
。

ⅲ
）
運
動
の
担
い
手
が
世
代
交
代
し
て
い
る
現

状
を
踏
ま
え
、
運
動
の
継
承
を
図
る
べ
く
、

教
育
と
い
う
観
点
か
ら
春
季
生
活
闘
争
の
意

義
、
目
的
等
を
伝
え
る
機
会
と
し
て
い
く
こ

と
と
し
ま
す
。

②
グ
ル
ー
プ
労
組
の
取
り
組
み

１
）
支
援
体
制
の
強
化

要
求
策
定
お
よ
び
交
渉
に
あ
た
っ
て
は
、
Ｊ

Ｒ
連
合
お
よ
び
エ
リ
ア
連
合
か
ら
の
支
援
体
制

を
強
化
し
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
以
下
に
つ
い

て
取
り
組
み
ま
す
。

ⅰ
）
エ
リ
ア
連
合
お
よ
び
各
単
組
は
、
各
種
器

材
（
「
グ
ル
ー
プ
労
組
春
季
生
活
闘
争
の
手

引
き
」
「
２
０
２
６
春
季
生
活
闘
争
中
小

労
組
元
気
派
宣
言
」
「
グ
ル
ー
プ
労
組
活
動

虎
の
巻
」
「
２
０
２
５
年
度
賃
金
実
態
調
査

結
果
」
等
）
を
活
用
し
た
学
習
会
な
ど
を
企

画
・
開
催
し
、
Ｊ
Ｒ
連
合
は
講
師
派
遣
等
で

交
渉
を
支
援
し
ま
す
。

ⅱ
）
グ
ル
ー
プ
各
社
の
労
使
に
対
し
て
、
Ｊ
Ｒ

連
合
運
動
の
一
層
の
理
解
と
浸
透
を
図
る
た

め
、
春
季
生
活
闘
争
時
期
に
あ
わ
せ
た
「
労

使
対
話
行
動
」
に
可
能
な
限
り
取
り
組
み
ま
す
。

２
）
交
渉
材
料
の
積
極
的
な
提
供

ⅰ
）
「
労
務
費
の
適
切
な
転
嫁
の
た
め
の
価
格

交
渉
に
関
す
る
指
針
」
や
「
中
小
受
託
取
引
適
正

化
法
」
の
理
解
促
進
に
努
め
、
労
使
交
渉
の

中
で
加
盟
単
組
が
有
利
に
活
用
で
き
る
交
渉

材
料
の
積
極
的
な
提
供
に
取
り
組
み
ま
す
。

ⅱ
）
「
取
引
適
正
化
・
価
格
転
嫁
に
関
す
る
チ
ェ
ッ

ク
リ
ス
ト
」
を
活
用
し
、
適
切
な
価
格
転
嫁

や
適
正
契
約
の
推
進
、
発
注
者
の
立
場
か
ら

の
適
切
な
企
業
行
動
を
促
す
こ
と
と
し
ま
す
。

３
）
労
働
諸
条
件
調
査
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

グ
ル
ー
プ
各
社
の
労
働
諸
条
件
調
査
に
基
づ

く
「
グ
ル
ー
プ
労
組
労
働
条
件
比
較
表
」
を
作

成
し
、
グ
ル
ー
プ
労
組
の
要
求
・
交
渉
に
反
映

さ
せ
ま
す
。

４
）
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
構
築
宣
言
の
普
及
拡
大

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
構
築
宣
言
の
登
録
状
況

を
把
握
し
、
未
登
録
の
グ
ル
ー
プ
会
社
に
対
し

て
宣
言
の
登
録
を
求
め
ま
す
。
ま
た
、
宣
言
登

録
済
み
の
グ
ル
ー
プ
会
社
に
対
し
て
は
宣
言
内

容
の
着
実
か
つ
円
滑
な
実
施
を
求
め
ま
す
。

５
）
決
起
集
会
の
開
催

Ｊ
Ｒ
グ
ル
ー
プ
労
組
連
絡
会
主
催
に
よ
り

「
Ｊ
Ｒ
グ
ル
ー
プ
労
組
連
絡
会
２
０
２
６
春
闘

総
決
起
集
会
」
を
開
催
し
、
春
季
生
活
闘
争
勝

利
に
向
け
た
意
思
統
一
を
図
り
ま
す
。

〈
Ｊ
Ｒ
グ
ル
ー
プ
労
組
連
絡
会

２
０
２
６
春
闘
総
決
起
集
会
〉

・
日
時

２
月
10
日

16
時
～
18
時

・
場
所

大
阪
市
内
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⑸

Ｊ
Ｒ
産
業
に
内
在
す
る
様
々
な
分
配

構
造
の
歪
み
を
是
正
し
た
、
グ
ル
ー
プ

全
体
で
生
み
出
し
た
付
加
価
値
の
適
正

分
配
に
向
け
た
取
り
組
み
に
つ
い
て

⑵

具
体
的
な
運
動
展
開
に
つ
い
て

ＪＲ連合２０２６春季生活闘争方針案

⑴

方
針
決
定
・
要
求
書
提
出
・
交
渉
・

回
答
引
き
出
し
の
日
程
設
定
に
つ
い
て

(6)

春
季
生
活
闘
争
を
通
じ
た
集
団
的
労

使
関
係
の
強
化
・
構
築
と
組
織
拡
大
の

取
り
組
み


